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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物理プロセッサとメモリを備えた物理計算機で実行されて、複数の仮想プロセッサを提
供する仮想化プログラムにおいて、
　第１の仮想マシンマネージャが第１の仮想プロセッサを生成する手順と、
　前記第１の仮想プロセッサ上で実行される第２の仮想マシンマネージャが第２の仮想プ
ロセッサを生成する手順と、
　前記第２の仮想プロセッサがユーザプログラムを実行する手順と、
　前記第１の仮想マシンマネージャが、前記物理プロセッサから当該第１の仮想マシンマ
ネージャの呼び出しを受信する手順と、
　前記第１の仮想マシンマネージャが、前記第１の仮想マシンマネージャ呼び出しの要因
を解析する手順と、
　前記第１の仮想マシンマネージャが、前記解析の結果に基づいて前記第２の仮想マシン
マネージャと、前記ユーザプログラムのいずれを実行するかを判定する手順と、
　前記第１の仮想マシンマネージャが、前記判定の結果に基づいて前記第１の仮想プロセ
ッサに前記第２の仮想マシンマネージャまたは前記ユーザプログラムの一方を実行させる
手順と、
　を前記物理プロセッサに実行させることを特徴とする仮想化プログラム。
【請求項２】
　前記第１の仮想マシンマネージャが、前記ユーザプログラムを実行する際の第１の仮想
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プロセッサの状態を規定する第１の制御情報を前記メモリに設定する手順と、
　前記第１の仮想マシンマネージャが、前記第２の仮想マシンマネージャを実行する際の
前記第１の仮想プロセッサの状態を規定する第２の制御情報を前記メモリに設定する手順
と、
　前記第１の仮想マシンマネージャが、前記第２の仮想マシンマネージャまたは前記ユー
ザプログラムを実行する際の前記物理プロセッサの状態を規定する第３の制御情報を前記
メモリに設定する手順と、
　をさらに含み、
　前記第１の仮想マシンマネージャが、判定の結果に基づいて前記第１の仮想プロセッサ
に前記第２の仮想マシンマネージャまたは前記ユーザプログラムの一方を実行させる手順
は、
　前記第１の仮想マシンマネージャが、前記第１の仮想プロセッサに前記ユーザプログラ
ムの実行を開始させるときには、前記第１の制御情報を参照する手順と、
　前記第１の仮想マシンマネージャが、前記第１の仮想プロセッサに前記第２の仮想マシ
ンマネージャの実行を開始させるときには、前記第２の制御情報を参照する手順と、
　前記第１の仮想マシンマネージャが、前記参照した前記第１の制御情報または第２の制
御情報の一方で前記第３の制御情報を更新する手順と、
　前記第１の仮想マシンマネージャが、前記物理プロセッサに対して前記第３の制御情報
に従って命令の実行を開始するよう指示する第１の制御命令を発行する手順と、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の仮想化プログラム。
【請求項３】
　前記物理プロセッサは、インテル・アーキテクチャー３２の命令セットに準拠するプロ
セッサであって、
　前記第１の仮想マシンマネージャが、前記解析の結果に基づいて前記第２の仮想マシン
マネージャと、前記ユーザプログラムのいずれを実行するかを判定する手順は、
　前記呼び出し要因の解析の結果が、前記第２の仮想マシンマネージャからのＶＭ－ｅｎ
ｔｒｙ命令の発行である場合に、前記ユーザプログラムの実行開始と判定し、
　前記呼び出し要因の解析の結果が、前記第１の仮想プロセッサから第２の仮想マシンマ
ネージャに対してＶＭ－ｅｘｉｔを通知する場合に、前記第２の仮想マシンマネージャの
実行開始と判定することを特徴とする請求項２に記載の仮想化プログラム。
【請求項４】
　前記物理プロセッサは、ＡＭＤ６４の命令セットに準拠するプロセッサであって、
　前記第１の仮想マシンマネージャが、前記解析の結果に基づいて前記第２の仮想マシン
マネージャと、前記ユーザプログラムのいずれを実行するかを判定する手順は、
　前記呼び出し要因の解析の結果が、前記第２の仮想マシンマネージャからのＶＭＲＵＮ
命令の発行である場合に、前記ユーザプログラムの実行開始と判定し、
　前記呼び出し要因の解析の結果が、前記第１の仮想プロセッサから第２の仮想マシンマ
ネージャに対して＃ＶＭＥＸＩＴを通知する場合に、前記第２の仮想マシンマネージャの
実行開始と判定することを特徴とする請求項２に記載の仮想化プログラム。
【請求項５】
　前記物理プロセッサは、アイテニウム・プロセッサ・ファミリの命令セットに準拠する
プロセッサであって、
　前記第１の仮想マシンマネージャが、前記解析の結果に基づいて前記第２の仮想マシン
マネージャと、前記ユーザプログラムのいずれを実行するかを判定する手順は、
　前記呼び出し要因の解析の結果が、前記第２の仮想マシンマネージャからのＰＡＬ＿Ｖ
ＰＳ＿ＲＥＳＵＭＥ＿ＨＡＮＤＬＥＲプロシジャ呼び出しの発行である場合に、前記ユー
ザプログラムの実行開始と判定し、
　前記呼び出し要因の解析の結果が、前記第１の仮想プロセッサから第２の仮想マシンマ
ネージャに対して仮想化例外を通知する場合に、前記第２の仮想マシンマネージャの実行
開始と判定することを特徴とする請求項２に記載の仮想化プログラム。
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【請求項６】
　前記第１の仮想マシンマネージャが第１の仮想プロセッサを生成する手順は、
　前記第１の仮想プロセッサを複数生成する手順を含み、
　前記物理プロセッサの状態を規定する第３の制御情報を前記メモリに設定する手順は、
　前記第１の仮想プロセッサ毎に、前記第３の制御情報をそれぞれ前記メモリに設定する
手順を含み、
　前記第１の仮想マシンマネージャが、前記物理プロセッサに対して前記第３の制御情報
に従って命令の実行を開始するよう指示する第１の制御命令を発行する手順は、
　前記複数の第３の制御情報のうちの一つを選択する第２の制御命令を発行する手順を含
むことを特徴とする請求項２に記載の仮想化プログラム。
【請求項７】
　前記第２の仮想マシンマネージャが、前記第１の仮想プロセッサで前記第１の制御命令
を受付可能か否かを確認する第３の制御命令を発行する手順をさらに含み、
　前記第１の仮想マシンマネージャが、前記第１の仮想マシンマネージャ呼び出しの要因
を解析する手順は、
　前記第１の仮想マシンマネージャ呼び出しの要因が、前記第２の仮想マシンマネージャ
からの前記第３の制御命令であるときに、予め設定された応答可否情報を参照する手順と
、
　前記応答可否情報に応じて、前記第３の制御命令に対する応答を決定する手順と、
　を含むことを特徴とする請求項２に記載の仮想化プログラム。
【請求項８】
　前記第１の仮想マシンマネージャが、前記第１の仮想プロセッサに対する設定要求を受
信する手順と、
　前記第１の仮想マシンマネージャは、前記設定要求に基づいて前記応答可否情報を設定
する手順と、
　をさらに含むことを特徴とする請求項７に記載の仮想化プログラム。
【請求項９】
　前記物理プロセッサは、インテル・アーキテクチャー３２の命令セットに準拠するプロ
セッサであって、
　前記第３の制御命令は、ＣＰＵＩＤ命令であることを特徴とする請求項７に記載の仮想
化プログラム。
【請求項１０】
　前記第２の仮想マシンマネージャが、前記第１の仮想マシンマネージャから前記第３の
制御命令に対する応答を受信する手順と、
　前記第２の仮想マシンマネージャが、前記第１の制御命令が前記第１の仮想プロセッサ
にて受付可能である場合に、前記第１の仮想プロセッサに対して前記第１の制御命令を受
付可能に設定する命令を発行する手順と、
　を含むことを特徴とする請求項９に記載の仮想化プログラム。
【請求項１１】
　前記第１の仮想マシンマネージャが、前記ユーザプログラムを実行する際の第１の仮想
プロセッサの状態を規定する第１の制御情報を前記メモリに設定する手順と、
　前記第１の仮想マシンマネージャが、前記第２の仮想マシンマネージャを実行する際の
前記第１の仮想プロセッサの状態を規定する第２の制御情報を前記メモリに設定する手順
と、
　前記第１の仮想マシンマネージャが、前記第２の仮想マシンマネージャまたは前記ユー
ザプログラムを実行する際の前記物理プロセッサの状態を規定する第３の制御情報を前記
メモリに設定する手順と、
　をさらに含み、
　前記第１の仮想マシンマネージャが、前記解析の結果に基づいて前記第２の仮想マシン
マネージャと、前記ユーザプログラムのいずれを実行するかを判定する手順は、
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　前記解析の結果が、前記第２の仮想マシンマネージャから前記第１の制御情報に対して
前記第１の仮想プロセッサの動作状態を反映させる第４の制御命令を第１の仮想マシンマ
ネージャ呼び出しの要因のときに、
　前記第１の仮想マシンマネージャが前記物理プロセッサに対して、前記第３の制御情報
に前記物理プロセッサの動作状態を反映させる第４の制御命令を発行し、
　前記第１の仮想マシンマネージャが前記物理プロセッサの動作状態を反映した前記第３
の制御情報を参照し、
　前記第１の仮想マシンマネージャが、前記参照した第３の制御情報に基づいて、前記第
１の制御情報を更新した後に、前記第２の仮想マシンマネージャの実行を判定することを
特徴とする請求項１に記載の仮想化プログラム。
【請求項１２】
　前記物理プロセッサは、インテル・アーキテクチャー３２の命令セットに準拠するプロ
セッサであって、
　前記第４の制御命令がＶＭＣＬＥＡＲ命令であることを特徴とする請求項１１に記載の
仮想化プログラム。
【請求項１３】
　物理プロセッサとメモリを備えた物理計算機上で複数の仮想プロセッサを提供する仮想
計算機システムにおいて、
　前記物理プロセッサ上で動作して、第１の仮想プロセッサを提供する第１の仮想マシン
マネージャと、
　前記第１の仮想プロセッサ上で動作して、ユーザプログラムを実行する第２の仮想プロ
セッサを提供する第２の仮想マシンマネージャと、を備え、
　前記第２の仮想マシンマネージャは、
　前記ユーザプログラムを実行する際の第１の仮想プロセッサの状態を規定する第１の制
御情報と、前記第２の仮想マシンマネージャを実行する際の前記第１の仮想プロセッサの
状態を規定する第２の制御情報とを格納する仮想プロセッサ制御データを有し、
　前記第１の仮想マシンマネージャは、
　前記第２の仮想マシンマネージャまたは前記ユーザプログラムを実行する際の前記物理
プロセッサの状態を規定する第３の制御情報を前記メモリに格納する物理プロセッサ制御
データと、
　前記物理プロセッサから当該第１の仮想マシンマネージャの呼び出しを受信する受信部
と、
　前記第１の仮想マシンマネージャ呼び出しの要因を解析し、前記第２の仮想マシンマネ
ージャと、前記ユーザプログラムのいずれを実行するかを判定する判定部と、
　前記判定の結果に基づいて、前記仮想プロセッサ制御データの第１の制御情報と第２の
制御情報の何れかを選択する選択部と、
　前記選択された第１の制御情報または第２の制御情報で、前記物理プロセッサ制御デー
タの第３の制御情報を更新する更新部と、
　前記第３の制御情報に基づいて、前記第１の仮想プロセッサに前記第２の仮想マシンマ
ネージャまたは前記ユーザプログラムの一方を実行させる命令を発行する命令発行部と、
　を有することを特徴とする仮想計算機システム。
【請求項１４】
　前記物理プロセッサは、インテル・アーキテクチャー３２の命令セットに準拠するプロ
セッサであって、
　前記判定部は、
　前記第１の仮想マシンマネージャの呼び出し要因の解析の結果が、前記第２の仮想マシ
ンマネージャからのＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令の発行である場合に、前記ユーザプログラムの
実行開始と判定し、
　前記第１の仮想マシンマネージャの呼び出し要因の解析の結果が、前記第１の仮想プロ
セッサから第２の仮想マシンマネージャに対してＶＭ－ｅｘｉｔを通知する場合に、前記
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第２の仮想マシンマネージャの実行開始と判定することを特徴とする請求項１３に記載の
仮想計算機システム。
【請求項１５】
　前記物理プロセッサは、ＡＭＤ６４の命令セットに準拠するプロセッサであって、
　前記判定部は、
　前記第１の仮想マシンマネージャの呼び出し要因の解析の結果が、前記第２の仮想マシ
ンマネージャからのＶＭＲＵＮ命令の発行である場合に、前記ユーザプログラムの実行開
始と判定し、
　前記第１の仮想マシンマネージャの呼び出し要因の解析の結果が、前記第１の仮想プロ
セッサから第２の仮想マシンマネージャに対して＃ＶＭＥＸＩＴを通知する場合に、前記
第２の仮想マシンマネージャの実行開始と判定することを特徴とする請求項１３に記載の
仮想計算機システム。
【請求項１６】
　前記物理プロセッサは、アイテニウム・プロセッサ・ファミリの命令セットに準拠する
プロセッサであって、
　前記判定部は、
　前記第１の仮想マシンマネージャの呼び出し要因の解析の結果が、前記第２の仮想マシ
ンマネージャからのＰＡＬ＿ＶＰＳ＿ＲＥＳＵＭＥ＿ＨＡＮＤＬＥＲプロシジャ呼び出し
の発行である場合に、前記ユーザプログラムの実行開始と判定し、
　前記第１の仮想マシンマネージャの呼び出し要因の解析の結果が、前記第１の仮想プロ
セッサから第２の仮想マシンマネージャに対して仮想化例外を通知する場合に、前記第２
の仮想マシンマネージャの実行開始と判定することを特徴とする請求項１３に記載の仮想
計算機システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、仮想計算機システムに関し、特に、仮想化支援機能を備えたプロセッサを用
いた仮想計算機システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、オープンサーバの普及に伴い多数のサーバが企業の情報システムに導入された。
特に価格性能比が高いｉＡ（Intel Architectures）－３２サーバの乱立は、電力やハー
ドウェアの保守費用などを含むサーバの運用管理コストを増大させており、サーバを運用
する企業において問題となっている。
【０００３】
　サーバの運用管理コストを低減するため、複数台のサーバを１台の物理的なサーバ（物
理サーバ）に集約するサーバ統合が有望である。サーバ統合の実現方法としては、計算機
資源を仮想化する機能を提供する仮想化ソフトウェアが注目されている。仮想化ソフトウ
ェアは１台の物理サーバのＣＰＵ（プロセッサ）やＩ／Ｏ等の計算機資源を分割し、複数
の仮想的なサーバ（仮想サーバ〉に分割した計算機資源を割付ける制御ソフトウェアであ
る。各仮想サーバ上では各々１つのＯＳ（ゲストＯＳ）が稼動できる。仮想化ソフトウェ
アを用いると、従来、複数の物理的なサーバで稼動していたＯＳやアプリケーションを各
仮想サーバに割当てて、一つの物理計算機で複数のサーバを提供するサーバ統合を実現す
ることができる。
【０００４】
　仮想化ソフトウェアにおける仮想サーバヘの計算機資源の割付方針について説明する。
計算機資源のうちＣＰＵの割付について、ｉＡ－３２向けの仮想化ソフトウェアではＶＴ
－ｘ（Virtualization Technology for Xeon）機能（または、ＡＭＤ－Ｖ）等の仮想化支
援機能を備えたプロセッサを用いる方法が主流である。ＶＴ－ｘは仮想化ソフトウェアと
ゲストＯＳに異なる動作権限を割当てる機能であり、プロセッサのハードウェアに実装さ
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れている（例えば、特許文献１または非特許文献１、２）。ＶＴ－ｘに対応したＣＰＵは
、ゲストＯＳ間と仮想化ソフトウェアの動作権限の移行を検出してＣＰＵのレジスタ状態
の退避や回復を行い、仮想サーバ毎に独立した動作環境を提供する。
【０００５】
　一方、Ｉ／Ｏの割付方針は仮想化ソフトウェアによって異なる。仮想化ソフトウェアの
Ｉ／Ｏの割り付けは、
（１）物理サーバのＩ／Ｏデバイスを直接使用させるＩ／Ｏ直接割付型と、
（２）物理サーバのＩ／Ｏデバイスの種類やリビジョンを隠蔽する仮想Ｉ／Ｏ割付型と、
に大別される。
【０００６】
　上記（１）のＩ／Ｏ直接割付型は、物理サーバで動作済みのＩ／Ｏについて、ファイル
システムの再構築等を行うことなく容易にサーバ統合を実現できる長所を有する。一方、
上記（２〉の仮想Ｉ／Ｏ割付型では、物理サーバのＩ／Ｏ種類に依らず一定の１／Ｏ構成
をゲストＯＳに提供できる長所を有する。
【０００７】
　ここで、上述のような仮想化ソフトウェアとしては、次のようなものが知られている。
まず、ｉＡ－３２サーバ向けの仮想化ソフトウェアの１つとして、ＶＭｗａｒｅ（登録商
標）のＥＳＸ　Ｓｅｒｖｅｒが知られている。これは、ｉＡ－３２のＣＰＵを含む物理サ
ーバで、上述したＶＴ－ｘ機能を利用して、既存のＯＳを複数動作させることが可能であ
る。
【０００８】
　汎用機の技術に基づく仮想化ソフトウェアとしては、論理分割運転機能が知られている
（ＩＢＭ　Ｓｙｓｔｅｍ３７０等）。これは、単一の物理計算機を複数の論理区画（ＬＰ
ＡＲ）に分割し、各ＬＰＡＲ上で既存のＯＳ及び仮想化管理部（ＶＭＭ＝Virtual Machin
e Manager）を実行する。論理分割運転機能では、汎用機（物理計算機）が上記ｉＡ－３
２のＶＴ－ｘに相当する機能（ＬＰＡＲモード）を用いて、仮想サーバ（ＬＰＡＲ）上で
の従来のＯＳおよびＶＭＭを稼動させている。
【０００９】
　この他、シミュレータによってｉＡ－３２のＶＴ－ｘ機能を提供するものとしてＳｉｍ
ＯＳ（http://simos.stanford.edu/introduction.html）等が知られている。この種のシ
ミュレータは、仮想サーバ上のゲストＯＳの命令列を解釈して任意のサーバおよびＣＰＵ
機能を提供するソフトウェアである。
【００１０】
　さらに、ｉＡ－６４（ＩＰＦ＝Ｉｔａｎｉｕｍ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ　Ｆａｍｉｌｙ）
のプロセッサに実装された仮想化支援機能としては、非特許文献３に記載されるＶＴ－ｉ
機能が知られている。
【特許文献１】特表２００５－５２９４０１号公報
【非特許文献１】「Intel 64 and IA-32 Architectures　Software Developer’s Manual
 VOL 2B」、[online]、Intel corp.  発行、[平成１９年５月１日検索]、インターネット
＜ＵＲＬ：http://www.intel.com/design/processor/manuals/253667.pdf＞
【非特許文献２】「AMD-Virtualization（AMD-V）」、[online]、Advanced Micro Device
s, Inc.　発行、[平成１９年５月１日検索]、インターネット＜ＵＲＬ：http://www.amd.
com/jp-ja/assets/content_type/DownloadableAssets/jp-ja_AMD-V_general_200702.pdf
＞
【非特許文献３】「Intel Itanium Architecture Software Developer's Manual」、[onl
ine]、Intel corp.  発行、[平成１９年５月１日検索]、インターネット＜ＵＲＬ：ftp:/
/download.intel.com/design/Itanium/manuals/24531705.pdf＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
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　ところで、近年のサーバ統合の要求から、次世代のサーバＯＳ（Windows（登録商標） 
Server Longhorn またはWindows（登録商標） Server 2008等）では上述の（２）のよう
な仮想Ｉ／Ｏ割付型の仮想化ソフトウェアの機能を搭載することが検討されている。
【００１２】
　しかしながら、上記従来の仮想化ソフトウェアでは、次のような問題がある。
【００１３】
　上記ＥＳＸサーバ等の従来の仮想化ソフトウェアでは、物理計算機を構成するＣＰＵの
仮想化支援（ＶＴ－ｘ）機能を用いて、複数の仮想サーバ上で既存のＯＳを稼動させるこ
とは可能であるが、仮想サーバに対してＶＴ－ｘ機能を提供することはできない。このた
め、ＥＳＸサーバなどでは次世代のサーバＯＳのように仮想化ソフトウェア（仮想化機能
）を統合したＯＳを実行することが難しい、という問題がある。
【００１４】
　また、上記論理分割運転機能では、ＬＰＡＲ上のＯＳやＶＭＭがＬＰＡＲモードを利用
することはできない。このため、仮想化ソフトウェアを統合したＯＳをＬＰＡＲ上で稼動
させるのは難しい、という問題があった。
【００１５】
　さらに、上記シミュレータの場合は、ＶＴ－ｘ機能を仮想サーバに対して提供すること
ができ、仮想化ソフトウェアを統合した次世代のＯＳを稼動させることは可能である。し
かしながら、上記シミュレータは、仮想サーバ（ゲストＯＳ）の命令列を解釈し、物理計
算機のＣＰＵが実行可能な命令列に変換（バイナリトランスレーション）するためのオー
バーヘッドが発生するため、仮想サーバの性能（処理能力）が低下する、という問題があ
り、複数の仮想サーバを稼働させるサーバ統合を行うことは現実的ではない。
【００１６】
　また、仮想Ｉ／Ｏ割り付け型の仮想化機能を統合した次世代ＯＳでは、開発環境の提供
など同一のＩ／Ｏ構成の仮想サーバを多数生成する用途には向いているが、既存のサーバ
で動作済みの従来のＯＳ（ＶＴ－ｘ機能を利用しないＯＳ＝ＮＴサーバ等）を統合する用
途には不向きである。特に、現在、企業が運用するソフトウェア資産は、ほとんどが仮想
化機能を含まないＯＳで稼動するソフトウェアである。このため、今後、サーバ統合を進
めていく過程では、仮想化機能を含まない既存のＯＳと、新たに導入する仮想化機能を含
んだ次世代ＯＳが混在するサーバ統合環境が必要となる。しかし、上述のように、従来例
では仮想化機能を統合した次世代ＯＳを仮想計算機上に統合することは難しく、また、次
世代ＯＳで既存のＯＳを統合することは難しい、という問題があった。
【００１７】
　そこで本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、仮想計算機の性能を低下させる
ことなく、仮想化機能を統合したＯＳを仮想サーバで実行可能な仮想計算機を提供するこ
とを目的とし、さらに、仮想化機能を統合した次世代のＯＳと、プロセッサの仮想化支援
機能を利用しない従来のＯＳを一つの物理計算機に統合することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明は、物理プロセッサとメモリを備えた物理計算機で実行されて、複数の仮想プロ
セッサを提供する仮想化プログラムにおいて、第１の仮想マシンマネージャが第１の仮想
プロセッサを生成する手順と、前記第１の仮想プロセッサ上で実行される第２の仮想マシ
ンマネージャが第２の仮想プロセッサを生成する手順と、前記第２の仮想プロセッサがユ
ーザプログラムを実行する手順と、前記第１の仮想マシンマネージャが、前記物理プロセ
ッサから当該第１の仮想マシンマネージャの呼び出しを受信する手順と、前記第１の仮想
マシンマネージャが、前記第１の仮想マシンマネージャ呼び出しの要因を解析する手順と
、前記第１の仮想マシンマネージャが、前記解析の結果に基づいて前記第２の仮想マシン
マネージャと、前記ユーザプログラムのいずれを実行するかを判定する手順と、前記第１
の仮想マシンマネージャが、前記判定の結果に基づいて前記第１の仮想プロセッサに前記
第２の仮想マシンマネージャまたは前記ユーザプログラムの一方を実行させる手順と、を
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前記物理プロセッサに実行させる。
【００１９】
　また、前記第１の仮想マシンマネージャが、前記ユーザプログラムを実行する際の第１
の仮想プロセッサの状態を規定する第１の制御情報を前記メモリに設定する手順と、前記
第１の仮想マシンマネージャが、前記第２の仮想マシンマネージャを実行する際の前記第
１の仮想プロセッサの状態を規定する第２の制御情報を前記メモリに設定する手順と、前
記第１の仮想マシンマネージャが、前記第２の仮想マシンマネージャまたは前記ユーザプ
ログラムを実行する際の前記物理プロセッサの状態を規定する第３の制御情報を前記メモ
リに設定する手順と、をさらに含み、前記第１の仮想マシンマネージャが、判定結果に基
づいて前記第１の仮想プロセッサに前記第２の仮想マシンマネージャまたは前記ユーザプ
ログラムの一方を実行させる手順は、前記第１の仮想マシンマネージャが、前記第１の仮
想プロセッサに前記ユーザプログラムの実行を開始させるときには、前記第１の制御情報
を参照する手順と、前記第１の仮想マシンマネージャが、前記第１の仮想プロセッサに前
記第２の仮想マシンマネージャの実行を開始させるときには、前記第２の制御情報を参照
する手順と、前記第１の仮想マシンマネージャが、前記参照した前記第１の制御情報また
は第２の制御情報の一方で前記第３の制御情報を更新する手順と、前記第１の仮想マシン
マネージャが、前記物理プロセッサに対して前記第３の制御情報に従って命令の実行を開
始するよう指示する第１の制御命令を発行する手順と、を含む。
【発明の効果】
【００２０】
　したがって、本発明は、第１の仮想マシンマネージャの呼び出しの要因に応じて、第２
の仮想プロセッサ上のユーザプログラムを実行するための第１の制御情報と、第２の仮想
マシンマネージャを実行するための第２の制御情報の何れかを選択し、物理プロセッサを
制御するための第３の制御情報を更新することで、第１の仮想プロセッサ上で仮想化機能
を備えた次世代ＯＳをユーザプログラムとして実行することが可能となる。また、ユーザ
プログラムと第２の仮想マシンマネージャの切り換えは、第１または第２の制御情報で第
３の制御情報を更新すればよいので、仮想計算機の性能を低下させることなく次世代ＯＳ
の稼働を実現できる。
【００２１】
　そして、第２の仮想マシンマネージャを持たない既存のＯＳと、第２の仮想マシンマネ
ージャを含む次世代ＯＳを、ひとつの計算機に統合することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の一実施形態を添付図面に基づいて説明する。
【００２３】
　図１は、第１の実施形態を示し、本発明を適用する仮想計算機システムのブロック図で
ある。物理サーバ（物理計算機）１０１は、仮想化支援機能を備えて演算処理を実行する
物理ＣＰＵ（プロセッサ）１０４と、データやプログラムを格納するメモリ１０５と、物
理サーバ１０１の外部の装置とデータの送受信を行うためのＩ／Ｏ装置１０６と、を含ん
で構成される。なお、Ｉ／Ｏ装置１０６は、ネットワークインターフェースやホストバス
アダプタ等で構成される。また、物理ＣＰＵ１０４は、複数のＣＰＵで構成しても良いし
、複数の演算コアを備えたＣＰＵで構成しても良い。また、物理ＣＰＵ１０４の仮想化支
援機能（ＶＭＸ：Virtual Machine Extensions）は、上述のＶＴ－ｘ（Virtualization T
echnology for IA－32 Processors）またはＡＭＤ－Ｖ（AMD Virtualization technology
）あるいはＶＴ－ｉ（Virtualization Technology for Itanium architecture processor
s）を含むものである。なお、仮想化支援機能を利用する動作モードをＶＭＸモードとし
、仮想化支援機能を利用しない通常の特権レベルによる動作モードは通常動作モードとす
る。
【００２４】
　物理サーバ１０１では、複数の仮想サーバ１０２ａ～１０２ｎを稼動させるため、物理
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サーバ１０１の物理的な計算機資源を仮想化した計算機資源に変換し、各仮想サーバ１０
２ａ～１０２ｎへ仮想計算機資源を割り当てるホストＶＭＭ（仮想マシンマネージャ：Vi
rtual Machine Manager）１０が実行される。このホストＶＭＭは、メモリ１０５に読み
込まれて物理ＣＰＵ１０４で実行されるプログラムとして提供される。ホストＶＭＭ１０
は、各仮想サーバ１０２ａ～１０２ｎに対して、仮想ＣＰＵ１０８ａ～１０８ｎを提供し
、また、メモリ１０５とＩ／Ｏ装置１０６を各仮想サーバ１０２ａ～１０２ｎに割り当て
る。なお、各仮想サーバ１０２ａ～１０２ｎに、物理サーバ１０１の計算機資源を割り当
てる手法については、周知または公知のものを適宜用いればよいので、ここでは詳述しな
い。
【００２５】
　物理サーバ１０１は、ユーザーインターフェース３０１を提供する管理コンソール３０
０に接続され、管理者などが計算機資源の割り当てなどの設定をユーザーインターフェー
ス３０１を介してホストＶＭＭ１０へ入力する。また、ユーザーインターフェース３０１
は、ホストＶＭＭ１０から受信した設定状態等を管理コンソール３００の表示装置へ出力
する。
【００２６】
　物理サーバ１０１のホストＶＭＭ１０上で稼動する仮想サーバ１０２ａ～１０２ｎは、
ユーザプログラム１１０ａ～１１０ｎとして、ゲストＯＳ１１１ａ～１１１ｎがそれぞれ
稼動し、各ゲストＯＳ１１１ａ～１１１ｎ上ではアプリケーション１１２ａ～１１２ｎが
実行されている。各ゲストＯＳ１１１ａ～１１１ｎは、ホストＶＭＭ１０が提供する仮想
ＣＰＵ１０８ａ～１０８ｎで実行される。なお、仮想ＣＰＵ１０８ａ～１０８ｎは、一つ
の仮想サーバに対して複数の仮想ＣＰＵを割り当てるようにすることができる。
【００２７】
　そして、仮想サーバ１０２ａでは、ゲストＯＳ１１１ａとして仮想化機能（ゲストＶＭ
Ｍ２０）を統合した次世代ＯＳが実行され、仮想サーバ１０２ｎでは、ゲストＯＳ１１１
ｎとして仮想化機能を利用しない既存のＯＳ（例えば、ＮＴサーバ）が実行される。
【００２８】
　ホストＶＭＭ１０は、既存のＯＳを実行する仮想サーバ１０２ｎに対しては、仮想ＣＰ
Ｕ１０８ｎと、管理コンソール３００から設定された計算機資源を割り当て、既存のゲス
トＯＳ１１１ｎと、アプリケーション１１２ｎを実行する。
【００２９】
　一方、ホストＶＭＭ１０は、次世代ＯＳを実行する仮想サーバ１０２ａへ割り当てる仮
想ＣＰＵ１０８ａに、仮想化支援機能を提供する。仮想ＣＰＵ１０８ａ上ではゲストＶＭ
Ｍ（第２仮想マシンマネージャ）２０が稼働し、このゲストＶＭＭ２０は仮想ＣＰＵ２０
８ａ～２０８ｉを提供する。次世代ＯＳが稼働する仮想サーバ１０２ａでは、第１の仮想
ＣＰＵ１０８ａ上で第２の仮想ＣＰＵ２０８ａ～２０８ｉが複数提供され、各仮想ＣＰＵ
２０８ａ～２０８ｉでは、複数のユーザプログラム１１０ａ（ゲストＯＳ１１１ａ及びア
プリケーション１１２ａ）～１１０ｉ（ゲストＯＳ１１１ｉ及びアプリケーション１１２
ｉ）が実行される。
【００３０】
　以下、本第１実施形態では、物理ＣＰＵ１０４にＶＴ－ｘ機能を備え、仮想サーバ１０
２ａのゲストＯＳ１１１ａが仮想化機能を統合した次世代ＯＳの例について説明する。
【００３１】
　ＶＴ－ｘ機能を利用するホストＶＭＭ１０は、メモリ１０５の所定の領域に仮想サーバ
１０２ａ～１０２ｎの状態と物理ＣＰＵ１０４を制御するための制御情報を格納するホス
トＶＭＭ保持データ１１を格納する。そして、ホストＶＭＭ保持データ１１には、物理Ｃ
ＰＵ１０４を制御するための物理ＣＰＵ制御データ１３が格納される。物理ＣＰＵ制御デ
ータ１３は、仮想化支援機能を利用する仮想ＣＰＵ１０８ａ～１０８ｎのステータスを示
すデータ構造で、ＶＭＣＢ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｂｌｏ
ｃｋ）またはＶＭＣＳ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｔｒｕｃ
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ｔｕｒｅ）という。なお、本実施形態では、ホストＶＭＭ保持データ１１内の物理ＣＰＵ
制御データ１３を、図２で示すようにシャドウＶＭＣＢ_０～_ｎとし、ゲストＶＭＭ２０
が操作する仮想ＣＰＵ制御データ２１をゲストＶＭＣＢとして区別する。また、物理ＣＰ
Ｕ１０４は、物理ＣＰＵ制御データ１３のシャドウＶＭＣＢ_０～_ｎを参照するためのポ
インタ１１５を備える。
【００３２】
　ホストＶＭＭ１０は、物理ＣＰＵ制御データ１３内のシャドウＶＭＣＢ_０～_ｎを書き
換えることで、物理ＣＰＵ１０４の動作モードを、ユーザプログラム１１０ａまたはゲス
トＶＭＭ２０を実行する動作モード（ＶＭＸノンルートモード）と、ホストＶＭＭ１０を
実行する動作モード（ＶＭＸルートモード）の何れかに設定する。
【００３３】
　仮想サーバ１０２ａでは、ホストＶＭＭ１０が提供する仮想ＣＰＵ１０８ａ上で、次世
代ＯＳであるゲストＯＳ１１１ａに統合された仮想化機能（仮想化ソフトウェア）が、ゲ
ストＶＭＭ２０として稼動する。ゲストＶＭＭ２０には、仮想ＣＰＵ１０８ａの仮想化支
援機能を制御するためのＶＭＣＢ（ゲストＶＭＣＢ２２）を含む仮想ＣＰＵ制御データ２
１が格納される。ゲストＶＭＣＢ２２は、ホストＶＭＭ１０によって割り当てられたメモ
リ１０５上の所定の領域に格納される。
【００３４】
　また、仮想ＣＰＵ１０８ａは、ゲストＶＭＭ２０の仮想ＣＰＵ制御データ２１（ゲスト
ＶＭＣＢ２２）を参照するためのポインタ１１６を備える。このポインタ１１６は、ＶＴ
－ｘ機能に対応するゲストＯＳ１１１ａが保持する仮想ＣＰＵ１０８ａの制御データ構造
（ゲストＶＭＣＢ２２）へのポインタであり、ゲストＯＳ１１１ａからのＶＭＰＴＲＬＤ
命令発行時に初期化される。なお、ポインタ１１６の初期化は、ゲストＶＭＭ２０が実行
する。
【００３５】
　図１において、次世代ＯＳが稼動する仮想サーバ１０２ａの仮想ＣＰＵ２０８ａ～２０
８ｉは、次世代ＯＳに統合されたゲストＶＭＭ２０が提供するものであり、各仮想ＣＰＵ
２０８ａ～２０８ｉ上でユーザプログラム１１０ａ～１１０ｉを実行することができる。
なお、仮想サーバ１０２ａのゲストＶＭＭ２０は、ゲストＯＳ１１１ａのアドインソフト
ウェアとして機能するものであっても良い。
【００３６】
　＜本発明の概要＞
　仮想化を支援するＶＴ－ｘ機能では、ホストＶＭＭ１０が物理サーバ１０１のメモリ１
０５上に確保するシャドウＶＭＣＢを用いて、物理ＣＰＵ１０４の動作モードを制御する
。仮想化支援機能としてＶＴ－ｘ機能を備えた物理ＣＰＵ１０４は、通常の動作モードと
仮想化支援機能を提供するＶＭＸ（Virtual Machine Extensions）モードを備え、ＶＭＸ
モードでは、ホストＶＭＭ１０が動作するホストモード（以下、ＶＭＸルートモード）と
、ゲストＶＭＭ２０またはユーザプログラム（ゲストＯＳ１１１ａまたはアプリケーショ
ン１１２ａ）が動作するゲストモード（以下、ＶＭＸノンルートモード）の何れかに切り
替える。
【００３７】
　物理ＣＰＵ制御データ１３のシャドウＶＭＣＢ中には仮想サーバ１０２ａ上のユーザプ
ログラム１１０ａの動作状態を規定するフィールド（ゲスト状態エリア１３１）が１種類
しかなく、単純には次世代ＯＳの仮想化機能であるゲストＶＭＭ２０と、ユーザプログラ
ム１１０ａ（ゲストＯＳ１１１ａまたはアプリケーション１１２ａ）を区分できない。
【００３８】
　そこで、本発明では、１つの仮想ＣＰＵが、ゲストＶＭＭ２０とユーザプログラム１１
０ａを同時に実行することがないことに着目し、ホストＶＭＭ１０が仮想化機能を統合し
たゲストＯＳ１１１ａを実行する仮想サーバ１０２ａのゲストＶＭＭ２０と、ユーザプロ
グラム１１０ａの実行の切替を監視して、動作モードの切替時にホストＶＭＭ保持データ
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１１のシャドウＶＭＣＢ_０～_ｎ内のゲスト状態エリア１３１を書き換えることにより、
仮想サーバ１０２ａ上で仮想化機能を稼動させるものである。
【００３９】
　このため、ホストＶＭＭ１０は、仮想化機能を統合した次世代ＯＳであるゲストＯＳ１
１１ａを監視して、物理ＣＰＵ１０４の動作モードを、ホストＶＭＭ１０が動作するＶＭ
Ｘルートモードと、ゲストＶＭＭ２０またはユーザプログラム１１０ａが動作するＶＭＸ
ノンルートモードモードに切り替え、所定の条件（ＶＭ－ｅｘｉｔ）でＶＭＸルートモー
ドではホストＶＭＭ１０がゲストＶＭＭ２０やゲストＯＳの命令をエミュレートする。こ
れにより、ゲストＯＳ１１１ａに対して、仮想ＣＰＵ１０８ａが仮想化支援機能を提供す
るように見せかける。
【００４０】
　＜ホストＶＭＭの構成＞
　ホストＶＭＭ１０は、上述のホストＶＭＭ保持データ１１の他に、仮想サーバ１０２ａ
～１０２ｎを監視して、物理ＣＰＵ１０４の動作モードをＶＭＸルートモードとＶＭＸノ
ンルートモードの何れかに切り替えるＣＰＵ制御部１２を備える。
【００４１】
　さらに、ホストＶＭＭ１０は、ＣＰＵ制御部１２が仮想サーバ１０２ａ～１０２ｎの状
態を取得し、各仮想サーバ１０２ａ～１０２ｎへ指令を送信するためのインターフェース
である制御・通信インターフェース１４と、ＣＰＵ制御部１２が物理ＣＰＵ１０４へ命令
を発行するための命令発行インターフェース１５と、物理ＣＰＵ１０４が物理ＣＰＵ制御
データ１３を参照または更新するための参照・更新インターフェース１６と、Ｉ／Ｏ装置
１０６からの割り込み要求などを受け付けて、この要求に応答するためのＩ／Ｏ要求・応
答インターフェース１７を備える。
【００４２】
　図２は、ホストＶＭＭ１０とゲストＶＭＭ２０の機能を示すブロック図である。ホスト
ＶＭＭ１０は、物理ＣＰＵ１０４の仮想化支援機能（ＶＴ－ｘ機能）を利用するため、メ
モリ１０５の所定の領域にホストＶＭＭ保持データ１１を設定する。
【００４３】
　ホストＶＭＭ保持データ１１は、ゲストＯＳ１１１ａ～１１１ｎの仮想化支援機能の利
用の有無や、仮想ＣＰＵ１０８ａ～１０８ｎの状態を示すフラグ類を格納する領域と、仮
想ＣＰＵ１０８ａ～１０８ｎ毎のステータス等を格納するシャドウＶＭＣＢ_０～_ｎを保
持する物理ＣＰＵ制御データ１３の領域を含んで構成される。
【００４４】
　ホストＶＭＭ保持データ１１のゲストＯＳや仮想ＣＰＵの状態を示すフラグとしては、
例えば、ゲストＯＳ１１１ａ～１１１ｎ毎に物理ＣＰＵ１０４の仮想化支援機能を利用可
能か否かを識別する仮想化機能有効フラグ１４１と、仮想ＣＰＵ１０８ａ～１０８ｎ毎に
仮想化支援機能を利用中か否かを設定するＶＭＸＯＮフラグ１４２と、仮想ＣＰＵ１０８
ａ～１０８ｎ仮想化支援機能がＶＭＸルートモードまたはＶＭＸノンルートモードの何れ
で動作しているのかを示す動作モードフラグ１４３が挙げられる。
【００４５】
　仮想化機能有効フラグ１４１は、ゲストＯＳ１１１ａ～１１１ｎ毎に設定されて「１」
であれば該当するゲストＯＳが仮想化支援機能を利用可能であることを示し、「０」であ
ればゲストＯＳが仮想化支援機能を利用しないことを示す。この仮想化機能有効フラグ１
４１は、ゲストＯＳ１１１ａ～１１１ｎ毎に管理コンソール３００から設定したり、ある
いは、予め設定したファイルなどから設定する。
【００４６】
　ＶＭＸＯＮフラグ１４２は、各仮想ＣＰＵ１０８ａ～１０８ｎ毎にＶＭＸモードの動作
状態を示すフラグで、「１」のときには該当する仮想ＣＰＵ１０８ａ～１０８ｎの動作モ
ードがＶＭＸモードであることを示し、「０」のときには該当する仮想ＣＰＵ１０８ａ～
１０８ｎの動作モードが仮想化支援機能を利用しない通常動作モードであることを示す。
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ＶＭＸＯＮフラグ１４２は、ゲストＯＳ１１１ａ～１１１ｎがＶＭＸＯＮ命令を発行した
ときにホストＶＭＭ１０が「１」をセットし、ゲストＯＳ１１１ａ～１１１ｎがＶＭＸＯ
ＦＦ命令を発行したときにホストＶＭＭ１０が「０」にリセットする。
【００４７】
　動作モードフラグ１４３は、仮想ＣＰＵ１０８ａ～１０８ｎ上で動作するプログラムの
動作モードを追跡するフラグである。この動作モードフラグ１４３は、ゲストＯＳ１１１
ａ～１１１ｎのＶＭ－ｅｎｔｒｙ時にホストＶＭＭ１０が「１」にセットし、ゲストＯＳ
のＶＭ－ｅｘｉｔ時にホストＶＭＭ１０が「０」にリセットする。つまり、この動作モー
ドフラグ１４３は、ＶＭＸＯＮフラグ１４２が「１」のときに各仮想ＣＰＵ１０８ａ～１
０８ｎ毎のＶＭＸモードの種別を示すもので、動作モードフラグ１４３が「０」のときに
は仮想ＣＰＵ１０８ａ～１０８ｎがゲストＶＭＭ２０を実行する状態（仮想ＣＰＵのＶＭ
Ｘルートモード）を示し、動作モードフラグ１４３が「１」のときには仮想ＣＰＵがユー
ザプログラム１１０ａ（ゲストＯＳ１１１ａまたはアプリケーション１１２ａ）を実行す
る状態（仮想ＣＰＵのＶＭＸノンルートモード）を示す。
【００４８】
　ここで、ＶＭＸモードのＶＭＸルートモードとＶＭＸノンルートモードの遷移について
は、上記非特許文献１に記載されるとおりである。ここでは、概要のみについて説明する
。通常動作モードからＶＭＸモードへ移行する際には、ホストＶＭＭ１０がＶＭＸＯＮ命
令を発行し、物理ＣＰＵ１０４の動作モードをＶＭＸモードに移行させる。そして、ＶＭ
Ｘモードへ移行したホストＶＭＭ１０は、該当する仮想ＣＰＵ１０８ａ～１０８ｎのシャ
ドウＶＭＣＢ_０～_ｎ－１にユーザプログラム１１０ａを実行させるための情報を書き込
んでからＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令（ＶＭＬＡＵＮＣＨ命令またはＶＭＲＥＳＵＭＥ命令）を
発行し、ＶＭＸルートモードからＶＭＸノンルートモードへ移行する。このＶＭＸルート
モードからＶＭＸノンルートモードへの遷移をＶＭ－ｅｎｔｒｙという。
【００４９】
　逆に、ＶＭＸノンルートモードからＶＭＸルートモードへの遷移は、ＶＭ－ｅｘｉｔと
いう。このＶＭ－ｅｘｉｔは、ゲストＯＳ１１１ａ～１１１ｎが特権命令を発行したとき
などの所定の要因で物理ＣＰＵ１０４がホストＶＭＭ１０へＶＭ－ｅｘｉｔを通知する。
ホストＶＭＭ１０のＣＰＵ制御部１２がＶＭ－ｅｘｉｔを検知すると、所定のエミュレー
ションを行ってゲストＶＭＭ２０またはゲストＯＳの処理を完了した後、シャドウＶＭＣ
Ｂを必要に応じて書き換えてからＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令（第１制御命令）を発行してＶＭ
ＸノンルートモードからＶＭＸルートモードへ切り替える。
【００５０】
　本発明では、次世代ＯＳであるゲストＯＳ１１１ａのＶＭ－ｅｎｔｒｙの際に、ホスト
ＶＭＭ１０がゲストＶＭＣＢ２２のゲスト状態エリア２２１とホスト状態エリア２２２を
読み込んで、ゲストＯＳ１１１ａの動作に応じた一方のエリアの内容をシャドウＶＭＣＢ
_０のゲスト状態エリア１３１へ設定することで、仮想サーバ１０２ａでゲストＯＳ１１
１ａの仮想化機能を実現するのである。
【００５１】
　ＶＴ－ｘ機能では以上のような、ＶＭ－ｅｎｔｒｙとＶＭ－ｅｘｉｔの遷移により、ホ
ストＶＭＭ１０とゲストＶＭＭ２０またはユーザプログラム１１０ａを切り替える。この
ため、ＶＭ－ｅｎｔｒｙとＶＭ－ｅｘｉｔの前後の物理ＣＰＵ１０４のステータス等を保
持するために、物理ＣＰＵ制御データ１３のデータ構造であるシャドウＶＭＣＢ_０～_ｎ
を使用する。
【００５２】
　物理ＣＰＵ制御データ１３は、仮想ＣＰＵ１０８ａ～１０８ｎ毎にシャドウＶＭＣＢ_
０～_ｎが設定され、各シャドウＶＭＣＢには次のようなデータが格納される。
【００５３】
　ゲスト状態エリア１３１には、図３で示すように、仮想ＣＰＵ１０８ａ～１０８ｎのレ
ジスタ状態などのステータスが格納される。すなわち、後述するように、ゲストＶＭＭ２
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０のステータスまたはユーザプログラム１１０ａのステータスが選択的に格納される。
【００５４】
　ホスト状態エリア１３２には、図３で示すように、ホストＶＭＭ１０の物理ＣＰＵ１０
４のレジスタ状態などのステータスが格納される。ＶＭ実行制御領域１３３には、仮想サ
ーバ１０２ａ～１０２ｎの設定情報が格納され、例えば、例外ビットマップやＩ／Ｏビッ
トマップなどの情報が含まれる。ＶＭ－ｅｘｉｔ制御領域１３４には、ＶＭ－ｅｘｉｔの
要因などの情報が格納される。ＶＭ－ｅｎｔｒｙ制御領域１３５には、ＶＭ－ｅｎｔｒｙ
の動作を制御するための情報が格納される。そして、ＶＭ－ｅｘｉｔ情報領域１３６には
、ＶＭ－ｅｘｉｔを発生する要因（命令またはイベント）を格納する。ＶＭ－ｅｘｉｔを
発生させる要因としては、例えば、図４に示す「description」に示すものがＶＭ－ｅｘ
ｉｔ情報領域１３６に設定される。
【００５５】
　以上のようなシャドウＶＭＣＢ_０～_ｎにより、ホストＶＭＭ１０は各仮想サーバ１０
２ａ～１０２ｎの制御を行う。
【００５６】
　一方、仮想サーバ１０２ａのゲストＶＭＭ２０が管理する仮想ＣＰＵ制御データ２１に
は、上記物理ＣＰＵ制御データ１３のシャドウＶＭＣＢ_０と同様のデータ構造であるゲ
ストＶＭＣＢ２２が格納される。
【００５７】
　ゲストＶＭＭ２０は、ユーザプログラム１１０ａ（ゲストＯＳ１１１ａまたはアプリケ
ーション１１２ａ）を実行する仮想ＣＰＵ１０８ａのレジスタ状態などのステータス等を
格納するゲスト状態エリア２２１と、ゲストＶＭＭ２０を実行する仮想ＣＰＵ１０８ａの
レジスタ状態などのステータスを格納するホスト状態エリア２２２と、仮想サーバ１０２
ａの設定情報を格納するＶＭ実行制御領域２２３と、仮想サーバ１０２ａにおけるＶＭ－
ｅｘｉｔの要因などの情報を格納するＶＭ－ｅｘｉｔ制御領域２２４と、仮想サーバ１０
２ａにおけるＶＭ－ｅｎｔｒｙの動作を制御するための情報を格納するＶＭ－ｅｎｔｒｙ
制御領域２２５と、仮想サーバ１０２ａにおけるＶＭ－ｅｘｉｔの原因を特定する情報を
格納するＶＭ－ｅｘｉｔ情報領域２２６とを備える。
【００５８】
　ゲスト状態エリア２２１には、上記図３と同様に、仮想ＣＰＵ１０８ａのレジスタ状態
などのステータスが格納される。すなわち、後述するように、ゲストＯＳ１１１ａのステ
ータスまたはアプリケーション１１２ａのステータスが選択的に格納される。
【００５９】
　仮想サーバ１０２ａの状態を制御するホストＶＭＭ１０のシャドウＶＭＣＢ_０では、
ゲスト状態エリア１３１にゲストＶＭＭ２０のステータスまたはユーザプログラム１１０
ａ（ゲストＯＳ１１１ａまたはアプリケーション１１２ａ）のステータスが格納され、ホ
スト状態エリア１３２にはホストＶＭＭ１０のステータスが格納される。
【００６０】
　一方、ゲストＶＭＭ２０のゲストＶＭＣＢ２２では、ゲスト状態エリア２２１にゲスト
ＯＳ１１１ａのステータスまたはアプリケーション１１２ａのステータスが格納され、ホ
スト状態エリア２２２にはゲストＶＭＭ２０のステータスが格納される点でシャドウＶＭ
ＣＢ_０と相違する。
【００６１】
　次に、ホストＶＭＭ１０のＣＰＵ制御部１２の構成について説明する。ＣＰＵ制御部１
２は、管理コンソール３００からの入力などに基づいて各仮想サーバ１０２ａ～１０２ｎ
へ物理サーバ１０１の計算機資源を割り当てるリソース管理部（図示省略）に加えて、ゲ
ストＯＳ１１１ａの仮想化機能（ゲストＶＭＭ２０）を稼動させるため、仮想ＣＰＵのス
テータスの読み込み先を選択する状態エリア選択部１２１と、エミュレータ１２２と、シ
ャドウＶＭＣＢ参照・更新部１２３と、ＶＭ－ｅｘｉｔハンドラ１２４と、ＶＭ－ｅｎｔ
ｒｙ命令発行部１２５と、ユーザインターフェース３０１とを備える。なお、リソース管
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理部については、上述のように公知または周知の技術を適用すればよいので、本実施形態
では詳述しない。
【００６２】
　ＶＭ－ｅｘｉｔハンドラ１２４は、物理ＣＰＵ１０４からＶＭ－ｅｘｉｔを受信して、
エミュレータ１２２を起動する。
【００６３】
　エミュレータ１２２は、ＶＭ－ｅｘｉｔハンドラ１２４から受信したＶＭ－ｅｘｉｔの
発生要因となった命令またはイベントを特定し、後述するように特定した発生要因に対応
するモジュールを起動してゲストＶＭＭ２０やユーザプログラム１１０ａに代わって処理
を実行する。
【００６４】
　エミュレータ１２２が、仮想ＣＰＵ１０８ａの動作モードの変更（ＶＭＸルートとＶＭ
Ｘノンルートの切り替え）を検出した場合は、特定した要因に応じたモジュール（ＶＭ－
ｅｎｔｒｙ命令実行モジュール、ＶＭＣＬＥＡＲ命令実行モジュール、ＣＰＵＩＤ命令実
行モジュール、ＶＭ－ｅｘｉｔ条件検出モジュール）を起動して、状態エリア選択部１２
１を起動する。
【００６５】
　ここで、ＶＭ－ｅｘｉｔの発生要因は、図４に示すように、シャドウＶＭＣＢ_０のＶ
Ｍ－ｅｘｉｔ情報領域１３６の「Ｅｘｉｔ　ｒｅａｓｏｎ」に設定されたものである。図
４に示すＶＭ－ｅｘｉｔの要因リストには、ＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令の発行に起因する要因
１３６１と、ＶＭＣＬＥＡＲ命令（第４制御命令）の発行に起因する要因１３６２と、ゲ
ストＶＭＭ２０へのＶＭ－ｅｘｉｔ通知の有無を設定した通知条件１３６３が予め設定さ
れる。
【００６６】
　例えば、仮想ＣＰＵ１０８ａの動作モードを切り替える際のＶＭ－ｅｘｉｔの要因とし
て、ＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令（ＶＭＬＡＵＮＣＨ命令またはＶＭＲＥＳＵＭＥ命令）を検出
した場合には、図４の要因１３６１に該当するので、ホストＶＭＭ１０はＶＭ－ｅｎｔｒ
ｙ命令実行モジュールでエミュレーションを行い、ゲストＶＭＭ２０またユーザプログラ
ム１１０ａに代わって処理を行う。
【００６７】
　あるいは、ＶＭ－ｅｘｉｔの要因が、図４の通知条件１３６３に該当するゲストＶＭＭ
への通知条件の場合には、ＶＭ－ｅｘｉｔ条件検出モジュールを起動して同様にエミュレ
ーションを行う。
【００６８】
　状態エリア選択部１２１は、ホストＶＭＭ保持データ１１からＶＭ－ｅｘｉｔを発生し
た仮想ＣＰＵ（この例では１０８ａ）の動作モードフラグ１４３を読み込んで、ＶＭＸル
ートモードとＶＭＸノンルートモードの何れであるかを判定する。動作モードフラグ１４
３が「０」のＶＭＸルートモードであればゲストＶＭＭ２０が動作していたので、状態エ
リア選択部１２１は、ＶＭ－ｅｘｉｔを発生した仮想サーバ（この例では１０２ａ）のゲ
ストＶＭＣＢ２２からホスト状態エリア２２２を読み込む。
【００６９】
　一方、動作モードフラグ１４３が「１」のＶＭＸノンルートモードであればユーザプロ
グラム１１０ａが動作していたので、状態エリア選択部１２１は、該当する仮想サーバ１
０２ａのゲストＶＭＣＢ２２からゲスト状態エリア２２１を読み込む。
【００７０】
　ゲストＶＭＣＢ２２からの読み込みが完了すると、ＣＰＵ制御部１２ではシャドウＶＭ
ＣＢ参照・更新モジュール１２３を起動する。シャドウＶＭＣＢ参照・更新モジュール１
２３は、状態エリア選択部１２１が読み込んだゲストＶＭＣＢ２２の情報を、ＶＭ－ｅｘ
ｉｔの処理対象である仮想ＣＰＵ１０８ａに対応するシャドウＶＭＣＢ_０のゲスト状態
エリア１３１に書き込んでシャドウＶＭＣＢを更新する。
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【００７１】
　シャドウＶＭＣＢ_０のゲスト状態エリア１３１の更新が完了すると、ＣＰＵ制御部１
２は仮想ＣＰＵ１０８ａの動作モードをＶＭＸルートモードからＶＭＸノンルートモード
へ切り替えるため、動作モードフラグ１４３を「１」に更新し、物理ＣＰＵ１０４のポイ
ンタ１１５に操作対象の仮想ＣＰＵ１０８ａのシャドウＶＭＣＢ_０のアドレスをセット
する。
【００７２】
　そして、ＣＰＵ制御部１２は、ＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令発行モジュール１２５を起動して
、物理ＣＰＵ１０４に対してＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令（ＶＭＲＥＳＵＭＥ命令）を発行する
。
【００７３】
　物理ＣＰＵ１０４はＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令を受け付けると、ポインタ１１５が指し示す
シャドウＶＭＣＢ_０のゲスト状態エリア１３１を読み込んで、状態エリア選択部１２１
が選択した仮想サーバ１０２ａのゲストＶＭＭ２０またはユーザプログラム１１０ａを実
行する。
【００７４】
　以上のように、仮想サーバ１０２ａで仮想化機能を統合した次世代ＯＳのゲストＯＳ１
１１ａが稼動している場合、ホストＶＭＭ１０のＣＰＵ制御部１２は、物理ＣＰＵ１０４
のＶＭ－ｅｘｉｔを検出すると、シャドウＶＭＣＢ_０の動作モードフラグ１４３を参照
して、仮想ＣＰＵ１０８ａで実行中のプログラムがゲストＶＭＭ２０とユーザプログラム
１１０ａの何れであるかを判定する。そして、ＣＰＵ制御部１２は、仮想ＣＰＵ１０８ａ
で実行していたプログラムに応じてゲスト状態エリア２２１またはホスト状態エリア２２
２の内容をホストＶＭＭ１０のシャドウＶＭＣＢ_０のゲスト状態エリア１３１へ書き込
んでからＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令を実行する。
【００７５】
　こうして、仮想サーバ１０２ａのゲストＶＭＭ２０が保持するゲストＶＭＣＢ２２の情
報で、ホストＶＭＭ１０が保持するシャドウＶＭＣＢ_０のゲスト状態エリア１３１を更
新することにより、ゲストＯＳ１１１ａの仮想化機能を稼働させる仮想サーバ１０２ａと
、仮想化機能を用いない既存のＯＳを実行する仮想サーバ１０２ｎをひとつの物理サーバ
１０１に統合することが可能となる。
【００７６】
　＜ホストＶＭＭの処理の詳細＞
　次に、ホストＶＭＭ１０で行われる処理について、図５を参照しながら以下に説明する
。図５は、仮想サーバ１０２ａ～１０２ｎの稼働中に物理ＣＰＵ１０４からのＶＭ－ｅｘ
ｉｔを受信したときにホストＶＭＭ１０のＣＰＵ制御部１２が行う処理の一例を示すフロ
ーチャートである。なお、この例では、ＶＭ－ｅｘｉｔの要因がＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令で
ある場合を示す。
【００７７】
　まず、Ｓ１では、ホストＶＭＭ１０のＣＰＵ制御部１２は、ＶＭ－ｅｘｉｔの要因とな
った操作対象のゲストＯＳ１１１ａ～１１１ｎ（以下、ゲストＯＳとする）に対応するホ
ストＶＭＭ保持データ１１の仮想化機能有効フラグ１４１を参照し、ＶＭ－ｅｘｉｔを発
生したゲストＯＳがＶＴ－ｘ機能を利用可能であるか否かを判定する。操作対象のゲスト
ＯＳがＶＴ－ｘ機能を利用可能である場合にはＳ２ヘ進む。一方、操作対象のゲストＯＳ
がＶＴ－ｘ機能を利用しない場合（ＮＴサーバまたは２０００サーバなど）には、Ｓ１５
へ進んで、ホストＶＭＭ１０は前記従来例に示した特許文献１または非特許文献１に記載
されるような仮想マシン処理を行う。
【００７８】
　Ｓ２では、ホストＶＭＭ１０がＶＭ－ｅｘｉｔの要因となった仮想ＣＰＵ１０８ａ～１
０８ｎ（以下、仮想ＣＰＵとする）のＶＭＸＯＮフラグ１４２を参照し、この操作対象の
仮想ＣＰＵがＶＭＸモードであるか否かを判定する。ＶＭＸＯＮフラグ１４２が「１」で
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あれば仮想ＣＰＵはＶＭＸモードであるのでＳ３へ進む。一方、ＶＭＸＯＮフラグ１４２
が「０」の場合には、仮想ＣＰＵが通常の動作モードであるので、上記と同様にＳ１５ヘ
進み、ホストＶＭＭ１０は既存の仮想マシン処理を実行する。
【００７９】
　Ｓ３では、ホストＶＭＭ１０のＣＰＵ制御部１２が、操作対象の仮想ＣＰＵの動作モー
ドフラグ１４３を参照し、仮想ＣＰＵの動作モードがＶＭＸルートモードとＶＭＸノンル
ートモードの何れであるかを判定する。動作モードフラグ１４３が「０」の場合には仮想
ＣＰＵがＶＭＸルートモードであると判定してＳ４へ進む。一方、動作モードフラグ１４
３が「１」の場合には、仮想ＣＰＵがＶＭＸノンルートモードであると判定してＳ１１へ
進む。
【００８０】
　Ｓ４では、ＣＰＵ制御部１２が物理ＣＰＵ１０４から受信したＶＭ－ｅｘｉｔの発生要
因を特定する。この例では、仮想ＣＰＵの動作モードがＶＭＸルートモードであるので、
ＣＰＵ制御部１２は、ゲストＶＭＭ２０の状態（ステータス）を格納したゲスト状態エリ
ア１３１を参照し、ゲストＶＭＭ２０が発行したＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令をＶＭ－ｅｘｉｔ
の要因として特定する。
【００８１】
　次に、Ｓ５ではＣＰＵ制御部１２は、エミュレータ１２２からＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令実
行モジュールを実行し、操作対象の仮想ＣＰＵをＶＭＸノンルートモードへ切り替えるの
に必要な所定の処理（状態エリア選択部１２１の起動など）をゲストＶＭＭ２０に代わっ
てエミュレートする。
【００８２】
　次に、Ｓ６ではホストＶＭＭ１０のＣＰＵ制御部１２は、仮想ＣＰＵの動作モードをＶ
ＭＸルートモードからＶＭＸノンルートモードへ移行させるので、操作対象の仮想ＣＰＵ
の動作モードフラグ１４３を「１」に更新する。そして、Ｓ７では、ＣＰＵ制御部１２が
操作対象のゲストＶＭＭ２０の仮想ＣＰＵ制御データ２１からゲスト状態エリア２２１に
格納されているゲストＯＳまたはアプリケーションのステータスを読み込む。
【００８３】
　次に、Ｓ８において、ＣＰＵ制御部１２は、物理ＣＰＵ１０４に対してＶＭＰＴＬＤＲ
命令を発行して、操作対象の仮想ＣＰＵに対応するシャドウＶＭＣＢをアクティブに設定
し、アクティブにしたシャドウＶＭＣＢのアドレスをポインタ１１５に設定する。このＶ
ＭＰＴＬＤＲ命令（第２制御命令）により、ホストＶＭＭ１０は、複数のシャドウＶＭＣ
Ｂ_０～_ｎ－１の中から操作対象の仮想ＣＰＵ（仮想サーバ）のシャドウＶＭＣＢを選択
する。
【００８４】
　Ｓ９では、ＣＰＵ制御部１２が、上記Ｓ７で読み込んだゲスト状態エリア２２１の情報
で操作対象のシャドウＶＭＣＢ_０のゲスト状態エリア１３１を更新する。そして、Ｓ１
０でＣＰＵ制御部１２は、物理ＣＰＵ１０４に対してＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令を発行する。
【００８５】
　ＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令を受け付けた物理ＣＰＵ１０４は、ポインタ１１５で指定された
シャドウＶＭＣＢのゲスト状態エリア１３１の内容に基づいて、操作対象の仮想サーバの
ユーザプログラム（ゲストＯＳまたはアプリケーション）を実行する。なお、物理ＣＰＵ
１０４は、ＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令を受け付けると、実行していたホストＶＭＭ１０のステ
ータスをシャドウＶＭＣＢのホスト状態エリア１３２へ格納し、次回の呼び出しに備える
。
【００８６】
　一方、上記Ｓ３で動作モードフラグ１４３が「１」と判定された場合は、操作対象の仮
想ＣＰＵがユーザプログラムを実行中のＶＭＸノンルートモードであるので、Ｓ１１の処
理を行う。
【００８７】



(17) JP 4864817 B2 2012.2.1

10

20

30

40

50

　Ｓ１１では、ＣＰＵ制御部１２が図４のＶＭ－ｅｘｉｔの要因リストを参照し、通知条
件１３６３からゲストＶＭＭへのＶＭ－ｅｘｉｔ通知条件を検索する。この例では、ＶＭ
－ｅｘｉｔの要因となったＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令（ＶＭＬＡＵＮＣＨ、ＶＭＲＥＳＵＭＥ
命令）であるので、ＶＭ－ｅｘｉｔ通知条件に一致する。
【００８８】
　そして、ＣＰＵ制御部１２は、Ｓ１２で図２のＶＭ－ｅｘｉｔ条件検出モジュールを実
行し、操作対象の仮想ＣＰＵをＶＭＸルートモードへ切り替えるのに必要な所定の処理（
状態エリア選択部１２１の起動など）をユーザプログラムに代わってエミュレートする。
【００８９】
　次に、Ｓ１３では、操作対象の仮想ＣＰＵの動作モードをＶＭＸノンルートモードから
ＶＭＸルートモードへ移行させるため、ＣＰＵ制御部１２が操作対象の仮想ＣＰＵの動作
モードフラグ１４３を「０」にリセットする。そして、Ｓ１４では、ＣＰＵ制御部１２が
操作対象のゲストＶＭＭ２０の仮想ＣＰＵ制御データ２１からホスト状態エリア２２１に
格納されているゲストＶＭＭ２０のステータスを読み込む。
【００９０】
　Ｓ１４の処理が完了すると、上記Ｓ８～Ｓ１０を実行し、ＣＰＵ制御部１２は、上記Ｓ
１４で読み込んだホスト状態エリア２２２の情報で操作対象のシャドウＶＭＣＢのゲスト
状態エリア１３１を更新し、ゲストＶＭＭ２０のステータスをセットしてから物理ＣＰＵ
１０４に対してＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令を発行する。
【００９１】
　この結果、ＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令を受け付けた物理ＣＰＵ１０４は、ポインタ１１５で
指定されたシャドウＶＭＣＢのゲスト状態エリア１３１の内容に基づいて、操作対象の仮
想サーバのゲストＶＭＭ２０を実行する。
【００９２】
　このように、ゲストＯＳが仮想化機能を統合した次世代ＯＳである場合、ホストＶＭＭ
１０は、仮想ＣＰＵの動作モードと、発生したＶＭ－ｅｘｉｔの要因に応じてシャドウＶ
ＭＣＢのゲスト状態エリア１３１に書き込むステータスを、ゲストＶＭＭまたはユーザプ
ログラムの何れか一方から選択する。そして、ホストＶＭＭ１０が物理ＣＰＵ１０４（第
１の仮想ＣＰＵ）に対してＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令を発行することで、仮想サーバ上でゲス
トＶＭＭと、このゲストＶＭＭが提供する第２の仮想ＣＰＵ上で稼動するユーザプログラ
ムを切り替えて実行することが可能となり、ゲストＶＭＭは仮想サーバ上に複数の仮想化
環境（ユーザプログラム）を提供することができる。
【００９３】
　なお、上記Ｓ１の判定でゲストＯＳが仮想化機能を利用しない場合、または上記Ｓ２の
判定で、仮想ＣＰＵが物理ＣＰＵ１０４のＶＴ－ｘ機能を利用しない場合は、Ｓ１５にお
いて、前記従来例に示した特許文献１または非特許文献１の記載に準じた仮想マシン処理
をホストＶＭＭ１０で行えばよい。
【００９４】
　Ｓ１５の仮想マシン処理は、例えば、図１に示した仮想サーバ１０２ｎのゲストＯＳ１
１１ｎは、既存のＯＳであり、このゲストＯＳ１１１ｎまたはアプリケーション１１２ｎ
（ユーザプログラム１１０ｎ）が特権命令などの所定の命令を実行すると、上述したよう
に物理ＣＰＵ１０４はＶＭ－ｅｘｉｔの発生をホストＶＭＭ１０に通知する。
【００９５】
　ホストＶＭＭ１０は、物理ＣＰＵ１０４からのＶＭ－ｅｘｉｔの通知を受けると、ユー
ザプログラム１１０ｎ（仮想ＣＰＵ１０８ｎ）のステータスをシャドウＶＭＣＢ_ｎ－１
のゲスト状態エリア１３１に格納する。そして、ホストＶＭＭ１０は、ポインタ１１５の
アドレスをホストＶＭＭ１０のステータスを格納したホスト状態エリアに設定して、所定
の処理を実行する。
【００９６】
　ホストＶＭＭ１０は、特権命令など所定の処理が完了すると、ホストＶＭＭ１０のステ
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ータスをホスト状態エリア１３２へ格納し、ポインタ１１５のアドレスにゲスト状態エリ
ア１３１を設定してから、ＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令（ＶＭＲＥＳＵＭＥ命令）を発行して、
制御を仮想ＣＰＵ１０８ｎに移動してユーザプログラム１１０ｎの実行を再開する。
【００９７】
　このように、本発明によれば、仮想化機能を統合した次世代ＯＳと、既存のＯＳをひと
つの物理サーバ１０１へ統合することが可能となって、物理サーバの数を削減してサーバ
の運用管理コストを削減することが可能となる。
【００９８】
　さらに、上述のように、ホストＶＭＭ１０は次世代ＯＳに対して仮想ＣＰＵがＶＴ－ｘ
機能を提供するように見せかけることができ、仮想化ソフトウェアを統合したＯＳを確実
に稼働させることが可能となる。また、本発明のホストＶＭＭ１０によれば、前記従来例
のシミュレータのように、命令列の変換などのオーバーヘッドがなく、仮想計算機の性能
を低下させることなく、仮想化機能を統合したＯＳを仮想サーバで実行することが可能と
なるのである。
【００９９】
　また、本発明では、複数の仮想ＣＰＵ１０８ａ～１０８ｎに対応して、複数のシャドウ
ＶＭＣＢ_０～_ｎ－１を設けたので、物理サーバ１０１で複数のゲストＶＭＭ２０を実行
する場合でも、シャドウＶＭＣＢ_０～_ｎ－１を切り替えるだけで迅速に処理を切り替え
ることが可能となる。これにより、物理サーバ１０１に複数の次世代ＯＳを統合した場合
でも、仮想サーバの性能を維持することが可能となる。
【０１００】
　図６は、仮想サーバの稼働中にＶＭＣＬＥＡＲ命令の実行に起因して、物理ＣＰＵ１０
４からのＶＭ－ｅｘｉｔを受信したときにホストＶＭＭ１０のＣＰＵ制御部１２が行う処
理の一例を示すフローチャートである。
【０１０１】
　Ｓ２１～Ｓ２３は、上記図５のＳ１～Ｓ３と同様であり、ホストＶＭＭ１０のＣＰＵ制
御部１２が、ＶＭ－ｅｘｉｔの要因となった操作対象のゲストＯＳがＶＴ－ｘ機能を利用
可能であるか否かを判定し、操作対象の仮想ＣＰＵのＶＭＸＯＮフラグ１４２を参照して
、操作対象の仮想ＣＰＵがＶＴ－ｘ機能を使用中か否かを判定する。操作対象のゲストＯ
ＳがＶＴ－ｘ機能を利用しない場合や、ＶＭＸＯＮフラグ１４２が「０」である仮想ＣＰ
Ｕが通常の動作モードの場合は、Ｓ３５ヘ進み、ホストＶＭＭ１０は既存の仮想マシン処
理を実行する。
【０１０２】
　さらに、ＣＰＵ制御部１２は、操作対象の仮想ＣＰＵの動作モードフラグ１４３を参照
し、仮想ＣＰＵの動作モードがＶＭＸルートモードとＶＭＸノンルートモードの何れであ
るかを判定し、ＶＭＸルートモードであればＳ２４へ進み、ＶＭＸノンルートモードであ
ればＳ３０へ進む。
【０１０３】
　Ｓ２４では、ＣＰＵ制御部１２は、物理ＣＰＵ１０４から受信したＶＭ－ｅｘｉｔから
要因を特定する。この例では、ＣＰＵ制御部１２がゲスト状態エリア１３１を参照して、
ＶＭ－ｅｘｉｔの要因としてゲストＶＭＭ２０のＶＭＣＬＥＡＲ命令を特定する。
【０１０４】
　次に、Ｓ２５ではＣＰＵ制御部１２のエミュレータ１２２からＶＭＣＬＥＡＲ命令実行
モジュールを起動してエミュレーションを行う。Ｓ２６では、エミュレーションにより、
物理ＣＰＵ１０４の動作状態（ステータス）を読み込んで、操作対象の仮想ＣＰＵに対応
するシャドウＶＭＣＢを更新する。これにより、物理ＣＰＵ１０４のステータスをシャド
ウＶＭＣＢに反映させる。
【０１０５】
　Ｓ２７では、ＣＰＵ制御部１２が操作対象の仮想ＣＰＵに対応するシャドウＶＭＣＢの
ゲスト状態エリア１３１に格納されているステータスを読み込む。
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【０１０６】
　次に、Ｓ２８において、ＣＰＵ制御部１２は、シャドウＶＭＣＢのゲスト状態エリア１
３１から読み込んだステータスをゲストＶＭＭ２０のゲスト状態エリア２２１へ書き込ん
で更新する。これにより、ゲストＶＭＭ２０のゲスト状態エリア２２１は、物理ＣＰＵ１
０４のステータスと同期する。
【０１０７】
　Ｓ２９では、ＣＰＵ制御部１２が、ポインタ１１５のアドレスを操作対象の仮想ＣＰＵ
に対応するシャドウＶＭＣＢのゲスト状態エリア１３１に設定してから、物理ＣＰＵ１０
４に対してＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令を発行する。
【０１０８】
　ＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令を受け付けた物理ＣＰＵ１０４は、ポインタ１１５で指定された
シャドウＶＭＣＢのゲスト状態エリア１３１の内容に基づいて、操作対象の仮想サーバの
ユーザプログラム（ゲストＯＳまたはアプリケーション）を実行する。
【０１０９】
　一方、上記Ｓ２３で動作モードフラグ１４３が「１」と判定された場合は、操作対象の
仮想ＣＰＵがＶＭＸノンルートモードであるので、Ｓ３０の処理を行う。Ｓ３０では、図
４のＶＭ－ｅｘｉｔの要因リストを参照し、ＶＭ－ｅｘｉｔの要因を解析する。ＣＰＵ制
御部１２は、通知条件１３６３からゲストＶＭＭへのＶＭ－ｅｘｉｔ通知条件を検索する
。この例では、ＶＭ－ｅｘｉｔの要因となったＶＭＣＬＥＡＲ命令は、ＶＭ－ｅｘｉｔ通
知条件に一致する。
【０１１０】
　そして、Ｓ３１ではＣＰＵ制御部１２がゲストＶＭＭ２０に対して規定外命令エラーを
通知する。すなわち、ユーザプログラムの権限ではＶＭＣＬＥＡＲ命令を実行できなかっ
たことを、ゲストＶＭＭ２０へ通知する。
【０１１１】
　次に、Ｓ３２ではＣＰＵ制御部１２が、操作対象の仮想ＣＰＵの動作モードをＶＭＸノ
ンルートモードからＶＭＸルートモードへ移行させるので、操作対象の仮想ＣＰＵの動作
モードフラグ１４３を「０」にリセットする。
【０１１２】
　Ｓ３３では、ＣＰＵ制御部１２が操作対象のゲストＶＭＭ２０の仮想ＣＰＵ制御データ
２１から、ホスト状態エリア２２１に格納されているゲストＶＭＭ２０のステータスを読
み込む。
【０１１３】
　Ｓ３４では、ＣＰＵ制御部１２が、上記Ｓ３３で読み込んだホスト状態エリア２２２の
ステータスを、操作対象のシャドウＶＭＣＢのゲスト状態エリア１３１に書き込んでシャ
ドウＶＭＣＢを更新する。その後、上記Ｓ２９では、ＣＰＵ制御部１２がポインタ１１５
のアドレスをゲスト状態エリア１３１に設定してから、物理ＣＰＵ１０４に対してＶＭ－
ｅｎｔｒｙ命令を発行する。
【０１１４】
　この結果、ＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令を受け付けた物理ＣＰＵ１０４は、ポインタ１１５で
指定されたシャドウＶＭＣＢのゲスト状態エリア１３１の内容に基づいて、操作対象の仮
想サーバのゲストＶＭＭ２０を実行する。
【０１１５】
　なお、上記Ｓ２１の判定でゲストＯＳが仮想化機能を利用しない場合、または上記Ｓ２
２の判定で、仮想ＣＰＵが物理ＣＰＵ１０４のＶＴ－ｘ機能を利用しない場合は、Ｓ３５
において、前記図５のＳ１５と同様にして、従来例に示した特許文献１または非特許文献
１の記載に準じた仮想マシン処理をホストＶＭＭ１０で行えばよい。
【０１１６】
　このように、ゲストＶＭＭ２０がＶＭＣＬＥＡＲ命令を発行した場合には、ホストＶＭ
Ｍ１０は、物理ＣＰＵ１０４の動作状態（ステータス）を取得してシャドウＶＭＣＢのゲ
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スト状態エリア１３１を、取得した動作状態で更新する。そして、ホストＶＭＭ１０は、
シャドウＶＭＣＢのゲスト状態エリア１３１のステータスを、ゲストＶＭＣＢのゲスト状
態エリア２２１に反映させることで、物理ＣＰＵ１０４のステータスとホストＶＭＭ１０
のゲスト状態エリア１３１及びゲストＶＭＭ２０上のゲスト状態エリア２２１のステータ
スを同期させることができる。
【０１１７】
　これにより、仮想化機能を統合した次世代ＯＳは、仮想サーバ上で仮想環境を円滑に提
供することが可能となる。
【０１１８】
　図７は、仮想サーバの稼働中にＣＰＵＩＤ命令（第３制御命令）の実行に起因して、物
理ＣＰＵ１０４からのＶＭ－ｅｘｉｔを受信したときにホストＶＭＭ１０のＣＰＵ制御部
１２が行う処理の一例を示すフローチャートである。
【０１１９】
　まず、Ｓ４１では、図５のＳ３と同様に、ホストＶＭＭ１０のＣＰＵ制御部１２は、Ｖ
Ｍ－ｅｘｉｔの要因となった操作対象の仮想ＣＰＵの動作モードフラグ１４３を参照し、
仮想ＣＰＵの動作モードがＶＭＸルートモードとＶＭＸノンルートモードの何れであるか
を判定する。動作モードフラグ１４３が「０」の場合には仮想ＣＰＵがＶＭＸルートモー
ドであると判定してＳ４２へ進む。一方、動作モードフラグ１４３が「１」の場合には、
仮想ＣＰＵがＶＭＸノンルートモードであると判定してＳ４１へ進む。
【０１２０】
　Ｓ４２では、図５のＳ４と同様にして、ＣＰＵ制御部１２が物理ＣＰＵ１０４から受信
したＶＭ－ｅｘｉｔの発生要因をゲスト状態エリア１３１の値から特定する。この例では
、ＶＭＸルートモードであるので、ＣＰＵ制御部１２は、ゲストＶＭＭ２０のＣＰＵＩＤ
命令をＶＭ－ｅｘｉｔの発生要因として特定する。
【０１２１】
　Ｓ４３では、図５のＳ１と同様に、ＣＰＵ制御部１２は、ＶＭ－ｅｘｉｔの要因となっ
た操作対象のゲストＯＳに対応するホストＶＭＭ保持データ１１の仮想化機能有効フラグ
１４１を参照し、ＶＭ－ｅｘｉｔを発生したゲストＯＳがＶＴ－ｘ機能を利用可能である
か否かを判定する。操作対象のゲストＯＳがＶＴ－ｘ機能を利用可能である場合にはＳ４
４ヘ進む。一方、操作対象のゲストＯＳがＶＴ－ｘ機能を利用しない場合には、Ｓ４５へ
進む。
【０１２２】
　Ｓ４４では、ＣＰＵＩＤ命令の戻り値を示すリターンレジスタ（ＩＡ－３２の場合ＥＣ
Ｘ）の所定のビット（ＣＰＵＩＤ．１．ＥＣＸ［５］＝１）を１に設定して、ＶＴ－ｘ機
能が有効であることを設定する。
【０１２３】
　一方、Ｓ４５では、ＣＰＵＩＤ命令の戻り値を示すリターンレジスタ（ＩＡ－３２の場
合ＥＣＸ）の所定のビットを０に設定して、ＶＴ－ｘ機能が無効であることを設定する。
【０１２４】
　次に、Ｓ４６においてＣＰＵ制御部１２は、エミュレータ１２２からＣＰＵＩＤ命令実
行モジュールを起動して、ゲストＶＭＭ２０もしくはユーザプログラムへ通知すべき例外
のチェック等を行い、チェック結果をゲスト状態エリア１３１に格納する。
【０１２５】
　Ｓ４７では、ＣＰＵ制御部１２が物理ＣＰＵ１０４に対してＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令を発
行して、仮想サーバに制御を移す。
【０１２６】
　一方、上記Ｓ４１の判定で、動作モードフラグ１４３が「１」となるユーザプログラム
を実行していた場合（ＶＭＸノンルートモード）にはＳ４８ヘ進み、ユーザプログラムを
実行している期間中のＶＭ－ｅｘｉｔの要因を解析する。Ｓ４８では、ＣＰＵ制御部１２
が物理ＣＰＵ１０４から受信したＶＭ－ｅｘｉｔの発生要因をゲスト状態エリア１３１の
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値から特定する。この例では、ＶＭＸノンルートモードであるので、ＣＰＵ制御部１２は
、ゲストＯＳまたはアプリケーションのＣＰＵＩＤ命令をＶＭ－ｅｘｉｔの発生要因とし
て特定する。
【０１２７】
　Ｓ４９では、ＣＰＵ制御部１２が、ユーザプログラム実行中のＣＰＵＩＤ命令に起因す
るＶＭ－ｅｘｉｔについて、ゲストＶＭＭ２０への通知が必要であるか否かを判定する。
この判定は、ＣＰＵ制御部１２が、仮想ＣＰＵ制御データ２１のゲストＶＭＣＢ２２のＶ
Ｍ実行制御領域２２３に予め設定された情報を参照して、判定を行う。ＣＰＵＩＤ命令に
伴うＶＭ－ｅｘｉｔをゲストＶＭＭ２０へ通知する必要があればＳ５０へ進む。一方、ゲ
ストＶＭＭ２０へのＶＭ－ｅｘｉｔの通知が不要であればＳ４３へ進み、上述のＳ４３移
行の処理を実行する。
【０１２８】
　Ｓ５０では、ゲストＶＭＭ２０へＶＭ－ｅｘｉｔの通知を行うため、ＣＰＵ制御部１２
はＶＭ－ｅｘｉｔエミュレータを実行し、Ｓ５１で操作対象の仮想ＣＰＵの動作モードフ
ラグ１４３を「０」にリセットしてＶＭＸルートモードへ切り替える。
【０１２９】
　次に、Ｓ５２でＣＰＵ制御部１２は、操作対象のゲストＶＭＣＢ２２のホスト状態エリ
ア２２２のステータスを読み込む。Ｓ５３ではＣＰＵ制御部１２が、上記読み込んだステ
ータスを、操作対象の仮想ＣＰＵのシャドウＶＭＣＢのゲスト状態エリア１３１に書き込
んで更新を行う。その後、Ｓ４７で、ＣＰＵ制御部１２が物理ＣＰＵ１０４に対してＶＭ
－ｅｎｔｒｙ命令を発行して制御をゲストＶＭＭ２０へ移す。
【０１３０】
　以上のように、ゲストＶＭＭ２０がＣＰＵＩＤ命令を発行した場合と、ＣＰＵＩＤ命令
に起因するＶＭ－ｅｘｉｔをゲストＶＭＭ２０へ通知しない場合では、仮想化機能有効フ
ラグ１４１の設定に応じてリターンレジスタの値を設定した後、ＣＰＵ制御部１２は、Ｖ
Ｍ－ｅｎｔｒｙ命令を発行して、ゲストＶＭＭ２０またはユーザプログラムへ制御を戻す
ことができる。また、ユーザプログラムがＣＰＵＩＤ命令を発行し、ゲストＶＭＭ２０へ
ＶＭ－ｅｘｉｔの通知が必要な場合では、シャドウＶＭＣＢのゲスト状態エリア１３１を
、ゲストＶＭＣＢ２２のホスト状態エリア２２２の内容で更新して、制御をゲストＶＭＭ
２０へ移すことができる。
【０１３１】
　以上のように、本第１実施形態によれば、ホストＶＭＭ１０がゲストＯＳやアプリケー
ションの状態と仮想ＣＰＵの状態を監視してシャドウＶＭＣＢのゲスト状態エリア１３１
を書き換えることで、仮想サーバの性能を低下させることなく、仮想化ソフトウェアを統
合したＯＳを確実に稼働させることが可能となる。そして、ひとつの物理サーバ１０１で
仮想化機能を統合した次世代ＯＳと、既存のＯＳを共存させることが可能となって、サー
バ統合を効率よく行うことで、サーバの運用コストを削減することが可能となる。
【０１３２】
　なお、ホストＶＭＭ１０が管理コンソール３００に提供するユーザーインターフェース
としては、例えば、図８に示すようなＧＵＩで構成される。図８は、各仮想サーバ毎に仮
想化機能を有効にするか無効にするかを設定するユーザーインターフェースを示す。図中
「ＶＭ_」は、仮想サーバの識別子を示し、「現在設定」は「ＯＮ」であれば仮想化機能
が有効出ることを示し、「ＯＦＦ」であれば仮想化機能が無効であることを示す。そして
、「新規設定」に「ＯＮ」または「ＯＦＦ」を設定してから、画面左下の「ＯＫ」をクリ
ックすることにより、所望の仮想サーバについて仮想化機能の有効または無効を切り替え
ることができる。すなわち、ホストＶＭＭ１０は、ユーザーインターフェース３０１から
入力された「新規設定」の値に基づいて、ホストＶＭＭ保持データ１１のうち、該当する
仮想サーバの仮想化機能有効フラグ１４１に「１」または「０」を設定する。これにより
、ユーザーインターフェース３０１から入力された設定値を任意の仮想サーバへ反映させ
ることができる。
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【０１３３】
　＜第２実施形態＞
　図９は、第２の実施形態を示し、前記第１実施形態に示した物理ＣＰＵ１０４のＶＴ－
ｘ機能を、前記従来例（非特許文献２）に示したＡＭＤ－Ｖ（Virtualization）に置き換
えたものである。
【０１３４】
　図９において、ＡＭＤ－Ｖを実装した物理ＣＰＵ１０４ａは、前記第１実施形態に示し
たホストＶＭＭ１０のシャドウＶＭＣＢのアドレスを指し示すポインタ１１５に加えて、
ホスト状態エリア１３２のアドレスを指し示すポインタ１１８を備える。
【０１３５】
　ＡＭＤ－Ｖを備える物理ＣＰＵ１０４ａは、ＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令に代わって、ＶＭＲ
ＵＮ命令を実行するとホストＶＭＭ１０を実行するホストモードからゲストＶＭＭ２０ま
たはユーザプログラムを実行するゲストモードへの切り換え行う。そして、ホストＶＭＭ
１０は、ＡＭＤ－Ｖの仕様に応じて、次の点が前記第１実施形態のＶＴ－ｘ機能と相違す
る。
【０１３６】
　ホストＶＭＭ保持データ１１のうち、前記第１実施形態のＶＭＸＯＮフラグ１４２を削
除し、仮想サーバ毎の仮想化機能有効フラグ１４１と、仮想ＣＰＵ１０８ａ～ｎ毎の動作
モードフラグ１４３を備える。そして、ホストＶＭＭ保持データ１１の物理ＣＰＵ制御デ
ータは、図１０で示すように、仮想ＣＰＵ毎のホスト状態エリア１３２と、仮想ＣＰＵ毎
のシャドウＶＭＣＢ_０～_ｎ－１に、ゲスト状態エリア１３１と制御エリア１３７を備え
る。なお、シャドウＶＭＣＢ_０～_ｎ－１の制御エリア１３７は、前記第１実施形態のＶ
Ｍ－ｅｘｉｔ情報領域１３６に相当する情報を格納する。
【０１３７】
　すなわち、制御エリア１３７には、図１１で示すように、予め設定された_ＶＭＥＸＩ
Ｔ（前記第１実施形態のＶＭ－ｅｘｉｔに相当）の発生要因のコードを示すＥＸＩＴＣＯ
ＤＥ１３７１と、コードの名称１３７２と、このコードがＶＭＲＵＮ命令に起因すること
を示す判定結果１３７３と、_ＶＭＥＸＩＴをゲストＶＭＭ２０へ通知することを示す通
知条件１３７４が含まれている。
【０１３８】
　ＣＰＵ制御部１２のエミュレータ１２２は、ＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令に代わって、ＶＭＲ
ＵＮ命令実行モジュールを備え、ＶＭＣＬＥＡＲ命令実行モジュールを削除した。また、
ＣＰＵ制御部１２は、前記第１実施形態のＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令発行部に代わって、物理
ＣＰＵ１０４にＶＭＲＵＮ命令を発行するＶＭＲＵＮ命令発行部１２５Ａを備える。
【０１３９】
　次に、ホストＶＭＭ１０が仮想サーバ１０２ａ～１０２ｎへ提供する仮想ＣＰＵ１０８
ａ～１０８ｎも、物理ＣＰＵ１０４ａの構成の変更に応じて、ゲストＶＭＭ２０内のゲス
ト状態エリア２２１のアドレスを指し示すポインタ１１６に加えて、ホスト状態エリア２
２２のアドレスを指し示すポインタ１１７を備える。なお、ゲストＶＭＭ２０は、前記第
１実施形態の仮想サーバ１０２ａと同じく、仮想化機能を統合した次世代ＯＳをゲストＯ
Ｓ１１１ａに採用した場合に仮想サーバ１０２ａで稼働するものである。
【０１４０】
　ゲストＶＭＭ２０の仮想ＣＰＵ制御データ２１は、ホストＶＭＭ１０のホストＶＭＭ保
持データ１１と同様に、ＡＭＤ－Ｖの仕様に応じてゲストＶＭＭ２０のステータスを保持
するホスト状態エリア２２２と、ユーザプログラムのステータスを格納するゲスト状態エ
リア２２１及び制御エリア２２６を備えたゲストＶＭＣＢ２２から構成される。
【０１４１】
　以上のような構成により、ホストＶＭＭ１０は、物理ＣＰＵ１０４ａから_ＶＭＥＸＩ
Ｔを受信すると、シャドウＶＭＣＢ_０～_ｎ－１のゲスト状態エリア１３１に、ゲストＶ
ＭＭ２０のゲスト状態エリア２２１またはホスト状態エリア２２２の内容を書き込むこと
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で、仮想サーバ１０２ａで稼働する次世代ＯＳに統合されたゲストＶＭＭ２０と、このゲ
ストＶＭＭ２０上で稼動するユーザプログラムを切り替えることができる。
【０１４２】
　次に、ホストＶＭＭ１０で行われる処理について、図１２を参照しながら以下に説明す
る。図１２は、仮想サーバ１０２ａの稼働中に物理ＣＰＵ１０４ａからの_ＶＭＥＸＩＴ
を受信したときにホストＶＭＭ１０のＣＰＵ制御部１２が行う処理の一例を示すフローチ
ャートである。なお、この例では、_ＶＭＥＸＩＴの要因がＶＭＲＵＮ命令である場合を
示す。
【０１４３】
　まず、Ｓ６１では、ホストＶＭＭ１０のＣＰＵ制御部１２は、_ＶＭＥＸＩＴの要因と
なった操作対象のゲストＯＳ１１１ａ（以下、ゲストＯＳとする）に対応するホストＶＭ
Ｍ保持データ１１の仮想化機能有効フラグ１４１を参照し、_ＶＭＥＸＩＴを発生したゲ
ストＯＳがＡＭＤ－Ｖ機能を利用可能であるか否かを判定する。仮想化機能有効フラグ１
４１が「１」であれば操作対象のゲストＯＳがＡＭＤ－Ｖ機能を利用可能であると判定し
てＳ６２ヘ進む。一方、仮想化機能有効フラグ１４１が「０」であれば操作対象のゲスト
ＯＳがＡＭＤ－Ｖ機能を利用しないと判定してＳ７３へ進む。Ｓ７３では前記第１実施形
態の図５に示したＳ１５と同様に、ホストＶＭＭ１０が前記従来例に示した仮想マシン処
理を行う。
【０１４４】
　Ｓ６２では、ホストＶＭＭ１０のＣＰＵ制御部１２が、操作対象の仮想ＣＰＵの動作モ
ードフラグ１４３を参照し、仮想ＣＰＵの動作モードがホストモード（前記第１実施形態
のＶＭＸルートモード）とゲストモード（前記第１実施形態のＶＭＸノンルートモード）
の何れであるかを判定する。動作モードフラグ１４３が「０」の場合には仮想ＣＰＵがホ
ストモードであると判定してＳ６３へ進む。一方、動作モードフラグ１４３が「１」の場
合には、仮想ＣＰＵがゲストモードであると判定してＳ６９へ進む。
【０１４５】
　Ｓ６３では、ＣＰＵ制御部１２が物理ＣＰＵ１０４ａから受信した_ＶＭＥＸＩＴの発
生要因を特定する。この例では、ホストモードであるので、ＣＰＵ制御部１２は、ゲスト
ＶＭＭ２０の状態（ステータス）を格納したゲスト状態エリア１３１を参照し、ゲストＶ
ＭＭ２０が発行したＶＭＲＵＮ命令を_ＶＭＥＸＩＴの要因として特定する。
【０１４６】
　次に、Ｓ６４ではＣＰＵ制御部１２のエミュレータ１２２からＶＭＲＵＮ命令実行モジ
ュールを実行し、操作対象の仮想ＣＰＵをゲストモードへ切り替えるのに必要な所定の処
理（状態エリア選択部１２１の起動など）をゲストＶＭＭ２０に代わってエミュレートす
る。
【０１４７】
　次に、Ｓ６５ではホストＶＭＭ１０のＣＰＵ制御部１２は、仮想ＣＰＵの動作モードを
ホストモードからゲストモードへ移行させるので、操作対象の仮想ＣＰＵの動作モードフ
ラグ１４３を「１」に更新する。
【０１４８】
　そして、Ｓ６６では、ＣＰＵ制御部１２が操作対象のゲストＶＭＭ２０のゲストＶＭＣ
Ｂ２２からゲスト状態エリア２２１に格納されているユーザプログラム（ゲストＯＳまた
はアプリケーション）のステータスを読み込む。
【０１４９】
　Ｓ６７では、ＣＰＵ制御部１２が、上記Ｓ６６で読み込んだゲスト状態エリア２２１の
情報で操作対象のシャドウＶＭＣＢ_０のゲスト状態エリア１３１を更新する。そして、
Ｓ６８でＣＰＵ制御部１２は、物理ＣＰＵ１０４ａ（操作対象の仮想ＣＰＵ１０８ａ）に
対してＶＭＲＵＮ命令を発行する。
【０１５０】
　ＶＭＲＵＮ命令を受け付けた物理ＣＰＵ１０４ａは、ポインタ１１５で指定されたシャ
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ドウＶＭＣＢのゲスト状態エリア１３１の内容に基づいて、操作対象の仮想サーバのユー
ザプログラム（ゲストＯＳまたはアプリケーション）を実行する。なお、物理ＣＰＵ１０
４ａは、ＶＭＲＵＮ命令を受け付けると、ホストＶＭＭ１０のステータスをホストＶＭＭ
保持データ１１のホスト状態エリア１３２へ格納し、次回の呼び出しに備える。
【０１５１】
　一方、上記Ｓ６２で動作モードフラグ１４３が「１」と判定されたゲストモードの場合
は、操作対象の仮想ＣＰＵがユーザプログラムを実行中であるので、Ｓ６９の処理を行う
。Ｓ６９では、ＣＰＵ制御部１２がＥＸＩＴＣＯＤＥを取得して、図１１に示した_ＶＭ
ＥＸＩＴの要因リストを参照し、操作対象の仮想サーバでユーザプログラムを実行中であ
るので、通知条件１３７４からゲストＶＭＭへの_ＶＭＥＸＩＴ通知条件を検索する。こ
の例では、_ＶＭＥＸＩＴの要因がＶＭＲＵＮ命令が、_ＶＭＥＸＩＴ通知条件に一致する
。そして、Ｓ７０ではＣＰＵ制御部１２がエミュレータ１２２から図９の_ＶＭＥＸＩＴ
条件検出モジュールを実行し、操作対象の仮想ＣＰＵをホストモードへ切り替えるのに必
要な所定の処理（状態エリア選択部１２１の起動など）をユーザプログラムに代わってエ
ミュレートする。
【０１５２】
　次に、Ｓ７１ではＣＰＵ制御部１２が、操作対象の仮想ＣＰＵの動作モードをゲストモ
ードからホストモードへ移行させるので、操作対象の仮想ＣＰＵの動作モードフラグ１４
３を「０」にリセットする。
【０１５３】
　そして、Ｓ７２では、ＣＰＵ制御部１２が操作対象のゲストＶＭＭ２０から仮想ＣＰＵ
制御データ２１のホスト状態エリア２２１に格納されているゲストＶＭＭ２０のステータ
スを読み込む。
【０１５４】
　Ｓ７２の処理が完了すると、上記Ｓ６７～Ｓ６８を実行し、ＣＰＵ制御部１２は、上記
Ｓ７２で読み込んだホスト状態エリア２２２の情報で操作対象のシャドウＶＭＣＢのゲス
ト状態エリア１３１を更新し、物理ＣＰＵ１０４ａ（操作対象の仮想ＣＰＵ１０８ａ）に
対してＶＭＲＵＮ命令を発行する。この結果、ＶＭＲＵＮ命令を受け付けた物理ＣＰＵ１
０４ａは、ポインタ１１５で指定されたシャドウＶＭＣＢのゲスト状態エリア１３１の内
容に基づいて、操作対象の仮想サーバのゲストＶＭＭ２０を実行する。
【０１５５】
　このように、仮想サーバで稼働するゲストＯＳが仮想化機能を統合した次世代ＯＳであ
る場合、ホストＶＭＭ１０は、仮想ＣＰＵの動作モードと、発生した_ＶＭＥＸＩＴの要
因に応じてシャドウＶＭＣＢのゲスト状態エリア１３１に書き込むステータスを、ゲスト
ＶＭＭまたはユーザプログラムの何れか一方から選択する。そして、ホストＶＭＭ１０が
物理ＣＰＵ１０４ａに対してＶＭＲＵＮ命令を発行することで、仮想サーバ上で第１の仮
想ＣＰＵ上で稼動するゲストＶＭＭと、このゲストＶＭＭが提供する第２の仮想ＣＰＵ上
で稼動するユーザプログラムを切り替えて実行することが可能となり、ゲストＶＭＭは仮
想サーバ上で仮想化環境を提供することができる。
【０１５６】
　なお、上記Ｓ６１の判定でゲストＯＳが仮想化機能を利用しない場合は、Ｓ１５におい
て、前記従来例に示した特許文献１または非特許文献１の記載に準じた仮想マシン処理を
ホストＶＭＭ１０で行えばよい。
【０１５７】
　Ｓ７３の仮想マシン処理は、例えば、図１に示した仮想サーバ１０２ｎのゲストＯＳ１
１１ｎは既存のＯＳであり、このゲストＯＳ１１１ｎまたはアプリケーション１１２ｎ（
ユーザプログラム１１０ｎ）が特権命令などの所定の命令を実行すると、上述したように
物理ＣＰＵ１０４ａは_ＶＭＥＸＩＴの発生をホストＶＭＭ１０に通知する。
【０１５８】
　ホストＶＭＭ１０は、物理ＣＰＵ１０４ａからの_ＶＭＥＸＩＴの通知を受けると、ユ
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ーザプログラム１１０ｎ（仮想ＣＰＵ１０８ｎ）のステータスをシャドウＶＭＣＢ_ｎ－
１のゲスト状態エリア１３１に格納する。
【０１５９】
　ホストＶＭＭ１０は、特権命令など所定の処理が完了すると、ホストＶＭＭ１０のステ
ータスをホスト状態エリア１３２へ格納し、ポインタ１１５のアドレスにゲスト状態エリ
ア１３１を設定してから、ＶＭＲＵＮ命令を発行して、制御を仮想ＣＰＵ１０８ｎに移動
してユーザプログラム１１０ｎの実行を再開する。
【０１６０】
　このように、第２の実施形態によれば、前記第１実施形態と同様に、仮想化機能を統合
した次世代ＯＳをホストＶＭＭ１０上で稼動させることが可能となる。そして、仮想化機
能を統合した次世代ＯＳと、既存のＯＳをひとつの物理サーバ１０１へ統合することが可
能となって、物理サーバの数を削減してサーバの運用管理コストを削減することが可能と
なる。
【０１６１】
　さらに、上述のように、ホストＶＭＭ１０は第１の仮想ＣＰＵ上で稼動するゲストＶＭ
Ｍに対して第１の仮想ＣＰＵがＡＭＤ－Ｖ機能を提供するように見せかけることができ、
仮想化ソフトウェアを統合したＯＳを確実に稼働させることが可能となる。また、本発明
のホストＶＭＭ１０によれば、前記従来例のシミュレータのように、命令列の変換などの
オーバーヘッドがなく、仮想計算機の性能を低下させることなく、仮想化機能を統合した
ＯＳを仮想サーバで実行することが可能となるのである。
【０１６２】
　＜第３実施形態＞
　図１３は、第３の実施形態を示し、前記第１実施形態に示した物理ＣＰＵ１０４の仮想
化支援機能を、ＶＴ－ｘ機能から前記従来例（非特許文献３）に示したＩＰＦ（Ｉｔａｎ
ｉｕｍ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ　Ｆａｍｉｌｙ）のＶＴ－ｉ機能に置き換えたものである。
【０１６３】
　図１３において、ＶＴ－ｉ機能を実装した物理ＣＰＵ１０４ｂでは、ゲスト（ゲストＶ
ＭＭ２０またはユーザプログラム１１０ａ）を実行中に予め設定した命令やイベントがあ
ると仮想化例外（Ｖｉｒｔｕａｌｉｚａｔｉｏｎ　Ｆａｕｌｔ）を発生し、ホストＶＭＭ
１０に制御を移す。ホストＶＭＭ１０では、仮想化例外を検知すると、予め設定された仮
想化プロシジャ（ＰＡＬ＿ＶＰＳ＿ＲＥＳＵＭＥプロシジャなど）を実行（エミュレーシ
ョン）し、仮想ＣＰＵ１０８ａから０８ｎを制御するためのシャドウＶＰＤ（Virtual Pr
ocessor Descriptor）を更新してから物理ＣＰＵ１０４ｂへ仮想化プロシジャ（ＰＡＬ＿
ＶＰＳ＿ＲＥＳＵＭＥプロシジャ）を発行し、ゲストに制御を移す。なお、ＰＡＬ＿ＶＰ
Ｓ＿ＲＥＳＵＭＥプロシジャは、ＰＡＬ＿ＶＰＳ＿ＲＥＳＵＭＥ＿ＮＯＲＭＡＬプロシジ
ャ呼び出し、またはＰＡＬ＿ＶＰＳ＿ＲＥＳＵＭＥ＿ＨＡＮＤＬＥＲプロシジャ呼び出し
の総称とする。
【０１６４】
　すなわち、物理ＣＰＵ１０４ｂは、前記第１実施形態のＶＭ－ｅｘｉｔに代わって仮想
化例外を発生し、ＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令に代わって仮想化プロシジャを実行することで、
ホストＶＭＭ１０とゲストの制御を切り替えるアーキテクチャである。詳細については前
記非特許文献３に詳しいので、本アーキテクチャの詳細な説明は省略する。
【０１６５】
　ホストＶＭＭ１０のホストＶＭＭ保持データ１１には、前記第１実施形態と同様の仮想
化機能有効フラグ１４１と動作モードフラグ１４３に加え、仮想ＣＰＵ１０８ａ～１０８
ｎのステータスを格納するアーキテクチャ状態１５１を含む仮想ＣＰＵ制御データＢ１５
０を設ける。
【０１６６】
　そして、物理ＣＰＵ制御データ１３は、ＶＴ－ｉ機能の仕様に応じて以下の情報を格納
する。物理ＣＰＵ制御データ１３には、仮想ＣＰＵ１０８ａ～１０８ｎ毎のステータスを
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格納するアーキテクチャ状態１３１０を含むシャドウＶＰＤ_０～_ｎ－１と、仮想ＣＰＵ
１０８ａ～１０８ｎ毎に仮想化例外の発生の抑止を設定するＶＤＣ（Virtualization Dis
able Control）領域_０～_ｎ－１（１３２０）と、仮想ＣＰＵ１０８ａ～１０８ｎが実行
する命令またはイベントのうち、物理ＣＰＵ１０４ｂで仮想化例外を発生する命令または
イベントを予め定義した仮想化例外要因１３３０と、を備える。
【０１６７】
　ホストＶＭＭ保持データ１１に格納されるアーキテクチャ状態は、図１４で示すように
なる。すなわち、仮想ＣＰＵ制御データＢ１５０のアーキテクチャ状態１５１には、仮想
ＣＰＵ１０８ａ～１０８ｎが実行するゲスト（ゲストＶＭＭ２０またはユーザプログラム
）のステータスが格納され、シャドウＶＰＤのアーキテクチャ状態１３１０には、物理Ｃ
ＰＵ１０４ｂで実行されるゲストまたはホストＶＭＭ１０のステータスが格納される。
【０１６８】
　また、ホストＶＭＭ保持データ１１の物理ＣＰＵ制御データ１３に格納される仮想化例
外要因１３３０は、例えば、図１５の仮想化例外要因リストで示すように設定される。図
１５において、仮想化例外要因リストには、仮想化例外の要因を示すコード１３３１と、
コードに対応する仮想化例外の内容１３３２と、制御をゲストへ移すためのＰＡＬ＿ＶＰ
Ｓ＿ＲＥＳＵＭＥプロシジャの呼び出し設定１３３３と、ゲストＶＭＭ２０への仮想化例
外の通知設定１３３４から構成される。設定１３３３では、図中「○」が設定された命令
のときに、制御をゲストへ移すＰＡＬ＿ＶＰＳ＿ＲＥＳＵＭＥプロシジャを呼び出すこと
を意味する。また、通知設定１３３４は、図中「○」が設定された命令のときに、ゲスト
ＶＭＭ２０へ通知を行うことを意味し、ゲストＶＭＭ２０のＶＤＣ領域２２０２が仮想化
例外の発生を抑止していないときにゲストＶＭＭ２０への通知を行うことを意味する。
【０１６９】
　ゲストＶＭＭ２０が保持する仮想ＣＰＵ１０８ａの状態は、仮想ＣＰＵ制御データＡ２
１０に格納される。仮想ＣＰＵ制御データＡ２１０は、仮想ＣＰＵ１０８ａのステータス
を格納するアーキテクチャ状態２２１０を含むゲストＶＰＤ２２０と、ゲストＯＳまたは
アプリケーションが実行した命令またはイベントのうち、仮想ＣＰＵ１０８ａで仮想化例
外を発生する命令またはイベントを定義した仮想化例外要因２２０１と、ゲストＶＭＭ２
０を実行する仮想ＣＰＵ１０８ａがＶＴ－ｉ機能を利用するか否かを示すＶＤＣ領域２２
０２とを含む。
【０１７０】
　ＣＰＵ制御部１２は、物理ＣＰＵ１０４ｂからの仮想化例外を検知し、エミュレータ１
２２へ通知する仮想化例外ハンドラ１２４０と、物理ＣＰＵ１０４ｂが提供するＰＡＬ（
Processor Abstraction Layer）で仮想化例外となった処理を実行させるエミュレータ１
２２と、仮想ＣＰＵ１０８ａの稼働状態基づいて、ゲストＶＰＤのアーキテクチャ状態２
２１０と、ホストＶＭＭ保持データ１１の仮想ＣＰＵ制御データＢ１５０のアーキテクチ
ャ状態１５１の何れかを選択する状態エリア選択部１２１と、状態エリア選択部１２１で
選択された情報でシャドウＶＰＤのアーキテクチャ状態１３１０を更新するシャドウＶＰ
Ｄ更新部１２５０と、ホストＶＭＭ１０からゲストＶＭＭ２０またはゲストＶＭＭ２０上
の第２の仮想ＣＰＵ２０８ａ上で稼動するユーザプログラムへ制御を切り替えるため、物
理ＣＰＵ１０４ｂへ所定のプロシジャの実行を指令する仮想化プロシジャ指令部１２５０
と、を備える。
【０１７１】
　次に、ホストＶＭＭ１０のＣＰＵ制御部１２で行われる処理の一例について、図１６の
フローチャートを参照しながら以下に説明する。なお、以下の説明では、前記第１実施形
態の図１に示した仮想サーバ１０２ａで次世代ＯＳのゲストＯＳ１１１ａとアプリケーシ
ョン１１２ａ及びゲストＶＭＭ２０が稼働している例について説明する。
【０１７２】
　図１６は、仮想サーバ１０２ａの稼働中に物理ＣＰＵ１０４ｂからの仮想化例外を受信
したときにホストＶＭＭ１０のＣＰＵ制御部１２が行う処理の一例を示すフローチャート
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である。なお、この例では、仮想化例外の要因がＰＡＬ＿ＶＰＳ＿ＲＥＳＵＭＥプロシジ
ャからのｖｍｓｗ命令である場合を示す。
【０１７３】
　まず、Ｓ８１では、ホストＶＭＭ１０のＣＰＵ制御部１２が、仮想化例外の要因となっ
た操作対象のゲストＯＳ１１１ａ（以下、ゲストＯＳとする）に対応するホストＶＭＭ保
持データ１１の仮想化機能有効フラグ１４１を参照し、仮想化例外を発生したゲストＯＳ
がＶＴ－ｉ機能を利用可能であるか否かを判定する。仮想化機能有効フラグ１４１が「１
」であれば操作対象のゲストＯＳがＶＴ－ｉ機能を利用可能であると判定してＳ８２ヘ進
む。一方、仮想化機能有効フラグ１４１が「０」であれば操作対象のゲストＯＳがＶＴ－
ｉ機能を利用しないと判定してＳ９４へ進む。Ｓ９４では、ホストＶＭＭ１０が前記従来
例の非特許文献３に示したＶＴ－ｉ機能を用いて仮想マシン処理を行う。
【０１７４】
　Ｓ８２では、ホストＶＭＭ１０のＣＰＵ制御部１２が、操作対象の仮想ＣＰＵの動作モ
ードフラグ１４３を参照し、仮想ＣＰＵの動作モードがホストモード（前記第１実施形態
のＶＭＸルートモード）とゲストモード（前記第１実施形態のＶＭＸノンルートモード）
の何れであるかを判定する。動作モードフラグ１４３が「０」の場合には仮想ＣＰＵがゲ
ストＶＭＭ２０を実行するホストモードであると判定してＳ８３へ進む。一方、動作モー
ドフラグ１４３が「１」の場合には、仮想ＣＰＵがユーザプログラムを実行するゲストモ
ードであると判定してＳ９０へ進む。
【０１７５】
　Ｓ８３では、ＣＰＵ制御部１２が物理ＣＰＵ１０４ｂから受信した仮想化例外の発生要
因を特定する。この例では、ホストモードであるので、ＣＰＵ制御部１２は、ゲストＶＭ
Ｍ２０の状態（ステータス）を格納したホストＶＭＭ保持データ１１内の仮想ＣＰＵ制御
データＢ１５０のアーキテクチャ状態１５１を参照し、ゲストＶＭＭ２０がＰＡＬ＿ＶＰ
Ｓ＿ＲＥＳＵＭＥプロシジャから発行したｖｍｓｗ命令を仮想化例外の要因として特定す
る。
【０１７６】
　次に、Ｓ８４ではＣＰＵ制御部１２が、仮想化例外の要因となったＰＡＬ＿ＶＰＳ＿Ｒ
ＥＳＵＭＥプロシジャモジュールを実行し、所定の処理をゲストＶＭＭ２０に代わって実
行し、操作対象の仮想ＣＰＵをゲストモードへ切り替えるのに必要な所定の処理（状態エ
リア選択部１２１の起動など）を実行する。
【０１７７】
　次に、Ｓ８５ではＣＰＵ制御部１２が、仮想ＣＰＵの動作モードをホストモードからゲ
ストモードへ移行させるので、操作対象の仮想ＣＰＵの動作モードフラグ１４３を「１」
に更新する。
【０１７８】
　そして、Ｓ８６では、ＣＰＵ制御部１２が操作対象のゲストＶＭＭ２０の仮想ＣＰＵ制
御データＡ２１０内のゲストＶＰＤ２２０からアーキテクチャ状態２２１０に格納されて
いるユーザプログラム（ゲストＯＳまたはアプリケーション）のステータスを読み込む。
【０１７９】
　Ｓ８７では、ＣＰＵ制御部１２が物理ＣＰＵ１０４ｂに対してＰＡＬ＿ＶＰＳ＿ＳＡＶ
Ｅ／ＲＥＳＴＯＲＥプロシジャを発行し、仮想化例外の発行要因となったシャドウＶＰＤ
_０を選択する。
【０１８０】
　次に、Ｓ８８では、ＣＰＵ制御部１２が、上記Ｓ８６で読み込んだアーキテクチャ状態
２２１０のステータスを、上記Ｓ８７で選択した操作対象のシャドウＶＰＤ_０のアーキ
テクチャ状態１３１０に書き込んで更新する。そして、Ｓ８８においてＣＰＵ制御部１２
は、物理ＣＰＵ１０４ｂに対してＰＡＬ＿ＶＰＳ＿ＲＥＳＵＭＥプロシジャを発行する。
【０１８１】
　ＰＡＬ＿ＶＰＳ＿ＲＥＳＵＭＥプロシジャを受け付けた物理ＣＰＵ１０４ｂは、Ｓ８７
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で選択されたシャドウＶＰＤのアーキテクチャ状態１３１０の内容に基づいて、操作対象
の仮想サーバのユーザプログラム（ゲストＯＳまたはアプリケーション）を実行する。
【０１８２】
　一方、上記Ｓ８２で動作モードフラグ１４３が「１」と判定されたゲストモードの場合
は、操作対象の仮想ＣＰＵがユーザプログラムを実行中であるので、Ｓ９０の処理を行う
。Ｓ９０では、ＣＰＵ制御部１２が仮想化例外の要因を取得して、図１５に示した仮想化
例外の要因リストを参照し、通知条件１３３４からゲストＶＭＭへの仮想化例外通知条件
を検索する。この例では、仮想化例外の要因がｖｍｓｗ命令であるので、仮想化例外通知
条件はゲストＶＭＭ２０のＶＤＣ領域２２０２の設定によるものとなる。ここでは、ゲス
トＶＭＭ２０へ仮想化例外を通知するものとして扱う。そして、Ｓ９１では図１３の仮想
化例外条件検出モジュールを実行し、操作対象の仮想ＣＰＵをホストモードへ切り替える
のに必要な所定の処理（状態エリア選択部１２１の起動など）をゲストＶＭＭ２０に代わ
ってエミュレートする。
【０１８３】
　次に、Ｓ９２ではＣＰＵ制御部１２が、操作対象の仮想ＣＰＵの動作モードをゲストモ
ードからホストモードへ移行させるので、操作対象の仮想ＣＰＵの動作モードフラグ１４
３を「０」にリセットする。
【０１８４】
　そして、Ｓ９３では、ＣＰＵ制御部１２がホストＶＭＭ保持データ１１内の操作対象の
仮想ＣＰＵに対応する仮想ＣＰＵ制御データＢ１５０のアーキテクチャ状態１５１に格納
されているゲストＶＭＭ２０のステータスを読み込む。
【０１８５】
　Ｓ９３の処理が完了すると、上記Ｓ８７～Ｓ８９を実行し、ＣＰＵ制御部１２は、上記
Ｓ９３で読み込んだホストＶＭＭ保持データ１１の仮想ＣＰＵ制御データＢ１５０のアー
キテクチャ状態１５１の情報で操作対象のシャドウＶＰＤのアーキテクチャ状態１３１０
を更新し、物理ＣＰＵ１０４ｂに対してＰＡＬ＿ＶＰＳ＿ＲＥＳＵＭＥプロシジャを発行
する。この結果、ＰＡＬ＿ＶＰＳ＿ＲＥＳＵＭＥプロシジャを受け付けた物理ＣＰＵ１０
４ｂは、シャドウＶＰＤ_０のアーキテクチャ状態１３１０の内容に基づいて、操作対象
の仮想サーバのゲストＶＭＭ２０を実行する。
【０１８６】
　このように、仮想サーバで稼働するゲストＯＳが仮想化機能を統合した次世代ＯＳであ
る場合、ホストＶＭＭ１０は、仮想ＣＰＵの動作モードと、発生した仮想化例外の要因に
応じて、シャドウＶＰＤのアーキテクチャ状態１３１０に書き込むステータスを、ゲスト
ＶＭＭまたはユーザプログラムの何れか一方から選択する。そして、ホストＶＭＭ１０が
物理ＣＰＵ１０４ｂに対してＰＡＬ＿ＶＰＳ＿ＲＥＳＵＭＥプロシジャを発行することで
、仮想サーバ上でゲストＶＭＭと、このゲストＶＭＭが提供する第２の仮想ＣＰＵ２０８
ａ上で稼動するユーザプログラムを切り替えて実行することが可能となり、ゲストＶＭＭ
は仮想サーバ上で仮想化環境を提供することができる。
【０１８７】
　なお、上記Ｓ８１の判定でゲストＯＳが仮想化機能を利用しない場合は、Ｓ９４におい
て、前記従来例に示した特許文献１または非特許文献３の記載に準じた仮想マシン処理を
ホストＶＭＭ１０で行えばよい。
【０１８８】
　Ｓ９４の仮想マシン処理は、例えば、図１に示した仮想サーバ１０２ｎのゲストＯＳ１
１１ｎは既存のＯＳであり、このゲストＯＳ１１１ｎまたはアプリケーション１１２ｎ（
ユーザプログラム１１０ｎ）が仮想化例外要因の命令を実行すると、上述したように物理
ＣＰＵ１０４ｂは仮想化例外の発生をホストＶＭＭ１０に通知する。
【０１８９】
　ホストＶＭＭ１０は、物理ＣＰＵ１０４ｂからの仮想化例外の通知を受けると、ユーザ
プログラム１１０ｎ（仮想ＣＰＵ１０８ｎ）のステータスを仮想ＣＰＵ制御データＢ１５
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０のアーキテクチャ状態１５１に格納する。
【０１９０】
　ホストＶＭＭ１０は、仮想化例外の要因となった命令をエミュレートした後、ＰＡＬ＿
ＶＰＳ＿ＲＥＳＵＭＥプロシジャを発行して、制御を仮想ＣＰＵ１０８ｎに移動してユー
ザプログラム１１０ｎの実行を再開する。
【０１９１】
　このように、第３の実施形態によれば、前記第１実施形態と同様に、仮想化機能を統合
した次世代ＯＳと、既存のＯＳをひとつの物理サーバ１０１へ統合することが可能となっ
て、物理サーバの数を削減してサーバの運用管理コストを削減することが可能となる。
【０１９２】
　さらに、上述のように、ホストＶＭＭ１０は次世代ＯＳに対して仮想ＣＰＵがＶＴ－ｉ
機能を提供するように見せかけることができ、仮想化ソフトウェアを統合したＯＳを確実
に稼働させることが可能となる。また、本発明のホストＶＭＭ１０によれば、前記従来例
のシミュレータのように、命令列の変換などのオーバーヘッドがなく、仮想計算機の性能
を低下させることなく、仮想化機能を統合したＯＳを仮想サーバで実行することが可能と
なるのである。
【０１９３】
　なお、上記各実施形態において、物理ＣＰＵ１０４、１０４ａ、１０４ｂとして記載し
たプロセッサは、マルチコアプロセッサの構成でも良く、また、ホモジニアスなプロセッ
サやヘテロジニアスのプロセッサを採用することができる。すなわち、物理ＣＰＵ１０４
、１０４ａ、１０４ｂとして複数の汎用プロセッサコア（ＣＰＵ）と特定用途プロセッサ
コアを含むヘテロジニアス・マルチコア・プロセッサを用いる場合は、汎用プロセッサコ
アが仮想化支援機能を備えていれば本発明を適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１９４】
　以上のように、本発明は、複数の仮想サーバを提供する仮想計算機システムに適用する
ことができる。また、本発明は、物理計算機上で複数の仮想サーバを提供する仮想化管理
（ＶＭＭ）ソフトウェアに適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１９５】
【図１】第１の実施形態を示し、本発明を適用する仮想計算機システムのブロック図であ
る。
【図２】第１の実施形態を示し、ホストＶＭＭとゲストＶＭＭの機能を示すブロック図で
ある。
【図３】第１の実施形態を示し、ホストＶＭＭ保持データのシャドウＶＭＣＢの制御デー
タの一例を示すブロック図である。
【図４】第１の実施形態を示し、ＶＭ－ｅｘｉｔの要因リストの一例を示す説明図である
。
【図５】第１の実施形態を示し、ホストＶＭＭで行われる処理の一例を示すフローチャー
トで、ＶＭ－ｅｎｔｒｙ命令に起因するＶＭ－ｅｘｉｔの処理を示す。
【図６】第１の実施形態を示し、ホストＶＭＭで行われる処理の一例を示すフローチャー
トで、ＶＭＣＬＥＡＲ命令に起因するＶＭ－ｅｘｉｔの処理を示す。
【図７】第１の実施形態を示し、ホストＶＭＭで行われる処理の一例を示すフローチャー
トで、ＣＰＵＩＤ命令に起因するＶＭ－ｅｘｉｔの処理を示す。
【図８】第１の実施形態を示し、ユーザーインターフェースの一例を示す画面イメージで
ある。
【図９】第２の実施形態を示し、物理ＣＰＵがＡＭＤ－Ｖ機能をサポートする場合のホス
トＶＭＭとゲストＶＭＭの機能を示すブロック図である。
【図１０】第２の実施形態を示し、ホストＶＭＭ保持データのシャドウＶＭＣＢの制御デ
ータの一例を示すブロック図である。
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【図１１】第２の実施形態を示し、_ＶＭＥＸＩＴの要因リストの一例を示す説明図であ
る。
【図１２】第２の実施形態を示し、ホストＶＭＭで行われる処理の一例を示すフローチャ
ートで、ＶＭＲＵＮ命令に起因する_ＶＭＥＸＩＴの処理を示す。
【図１３】第３の実施形態を示し、物理ＣＰＵがＶＴ－ｉ機能をサポートする場合のホス
トＶＭＭとゲストＶＭＭの機能を示すブロック図である。
【図１４】第３の実施形態を示し、ホストＶＭＭ保持データのシャドウＶＰＤ及び仮想Ｃ
ＰＵ制御データＢの制御データの一例を示すブロック図である。
【図１５】第３の実施形態を示し、仮想化例外の要因リストの一例を示す説明図である。
【図１６】第３の実施形態を示し、ホストＶＭＭで行われる処理の一例を示すフローチャ
ートで、ＰＡＬ＿ＶＰＳ＿ＲＥＳＵＭＥプロシジャ実行に起因する仮想化例外処理を示す
。
【符号の説明】
【０１９６】
１０　ホストＶＭＭ
１１　ホストＶＭＭ保持データ
１２　ＣＰＵ制御部
１３　物理ＣＰＵ制御データ
２０　ゲストＶＭＭ
２１　仮想ＣＰＵ制御データ
１０１　物理サーバ（物理計算機）
１０２ａ～１０２ｎ　仮想サーバ
１０８ａ～１０８ｎ　仮想ＣＰＵ
１０４　ＣＰＵ
１０５　メモリ
１１０ａ～１１０ｎ　ユーザプログラム
１１１ａ～１１１ｎ　ゲストＯＳ
１１２ａ～１１２ｎ　アプリケーション
２０８　仮想ＣＰＵ
３０１　ユーザーインターフェース
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